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１．令和５年度 鴻巣市スポーツ行政基本政策及び主要施策 

 

１） 基本政策及び施策事業 

 

政策及び施策 

 

政策 未来をひらく人材を育て、確かな学びと文化が根付くまちづくり 

施策 スポーツの振興 

（多くの市民が自分にあったスポーツを見つけ、スポーツに親しむ） 

  

  

令和 5年度主要施策・予算の概要 

 

市民が年齢や体力に応じて、生涯にわたりスポーツ・レクリエーション活動に親し

める環境づくりを進める。 

また、民間事業者との協働により、効果的かつ効率的にスポーツ施設を管理運営し、

利用者数の増加及び利用者満足度の向上を図る。 

さらに、老朽化した施設の改修を行い、利用者が安心してスポーツに取り組めるよ

う環境整備を行う。 

 

主 な 事 業 名 予 算 
予算合計 
(単位:千円) 

①生涯スポーツ推進事業 2,209 

237,940 

②市民スポーツ教室・大会開催事業 642 

③市民体育祭開催事業 4,160 

④パンジーマラソン開催事業 5,160 

⑤スポーツ団体等補助事業 10,343 

⑥公共施設予約システム事業 3,003 

⑦スポーツ施設管理運営事業 168,551 

⑧学校体育施設開放事業 785 

⑨総合型地域スポーツクラブ育成事業 300 

⑩陸上競技場整備・改修事業 42,787 
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主な事業内容・目的等 

 

（1）生涯スポーツ推進事業 

・社会体育総務費庶務事業 ・スポーツ推進審議会運営事業  

・スポーツ推進委員活動事業・スポーツ推進委員研修事業・大会出場補助事業 

 

（2）スポーツ教室・大会開催事業 

毎年、市民ニーズにあった教室や大会等を企画・運営している。市民に対する定

期的なスポーツ活動の機会を提供する。 

 

（3）市民体育祭開催事業 

少子高齢化などの社会情勢を考慮し、市民のニーズにあった事業が実施できるよ

う企画の見直しを図る。また、市民に対してスポーツに親しむ機会を提供し、う

るおいと活力のある“スポーツ都市・鴻巣”をつくるとともに、スポーツレクリ

エーションを普及し、心ゆたかなまちづくりの推進を図るために、関係団体と連

携して開催を予定。 

 

（4）パンジーマラソン開催事業 

市民に対するスポーツ人口の増加及び機会を提供し、スポーツツーリズムを目的

として開催している当該事業は、本年度で通算４2回目となり、令和 6年３月 2

日（土）の開催を予定している。競技内容はハーフマラソン、５km、１.５km、

１kmの４種２２部門を実施予定。 

 

（5）スポーツ団体等補助事業 

・スポーツ協会補助 ・スポーツ少年団補助 ・レクリエーション協会補助 

・障がい者スポーツ指導者連絡会補助 

 

（6）公共施設予約システム事業 

公共施設案内予約システムを利用しスポーツ施設等予約における利便性向上に

寄与している。 

 

（7）スポーツ施設管理運営事業 

鴻巣地域体育施設、吹上地域体育施設、川里地域体育施設及び上谷総合公園内

体育施設の指定管理業務ほか維持・運営業務。 

 

（8）学校体育施設開放事業 

学校施設利用の調整、促進、維持・運営業務 
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（9）総合型地域スポーツクラブ育成事業 

総合型地域スポーツクラブの普及と育成及び活動の安定化を支援するとともに、

地域のスポーツ活動を応援することを目的とする。2クラブが設立されており、

269名の会員が活動している。 

 

（10）陸上競技場整備・改修事業 

   陸上競技場の老朽化した部分の改修を行うことにより施設の長寿命化を図ると

ともに、市民が引き続き安心安全に利用できるよう競技環境を整備する。 

 

２）スポーツ推進について 

 

スポーツの振興 

 

少子高齢化社会を迎え、市民の健康に対する関心は年々高まりを見せており、すべ

ての市民が年齢や体力に応じて、生涯にわたりスポーツ・レクリエーション活動に親

しめる環境づくりを進める。 

また、市民の立場に立ったスポーツ施設の利用促進を検討するとともに、「活力のあ

るまち」という市政の基本理念に立脚し、施設の整備と有効活用及びスポーツする機

会の提供を図っていく必要がある。 

このような背景の中で、本市は、「第 6 次鴻巣市総合振興計画」の施策名「スポー

ツの振興」のなかで各課題を掲げ、実現の手段を明記し実行する。 

 

 

 施策のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 施策をとりまく環境変化 

 

1 
健康志向の高まりが社会環境として取り上げられる中、本市の週１回以上ス

ポーツをする市民の割合は増加傾向にある。 

2 
老朽化した施設が多くなっているため、計画的に改修・修繕を行い、市民が

安心安全にスポーツ活動を行えるよう環境を整備していく必要がある。 

 

スポーツをする機会の提供 

スポーツ施設の利用促進 
多くの市民が自分に合ったスポーツを 

見つけ、スポーツに親しむ。 

指導者・団体の育成と活用 
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施  策 

 

（１）スポーツをする機会の提供 

各種スポーツ行事、主に子どもを対象としたスポーツ教室の開催をする。 

また、各世代で参加できるニュースポーツ等を普及・拡充し、スポーツに親 

しむ機会を充実させ、より多くの市民が積極的に参加できるよう努める。 

 

 （２）スポーツ施設の利用促進 

    ① スポーツ施設等の維持管理に努めるとともに、計画的に改修等を進める。 

    ② 学校体育施設のスポーツへの計画的利用を進める。 

 

 （３）指導者・団体の育成と活用 

① ボランティア活動としての社会体育の指導者の発掘・登録及びスポーツ推 

進委員の活動条件を整えるとともに、資質の向上を図る。 

② 各種スポーツ団体の自主事業の活性化を支援する。 

③ スポーツ協会加盟団体、学校体育連盟加盟校の競技力向上を支援する。 

④ スポーツ少年団加盟団体の指導、育成に努める。 

 

課  題 

 

（１）スポーツイベント等の充実に向けた社会体育関係団体の自主的運営を支援 

① 鴻巣市スポーツ協会の法人化を視野に入れた自主的運営の実現 

② 鴻巣市レクリエーション協会の自主的運営の実現 

③ 鴻巣市スポーツ少年団の自主的運営の実現 

④ 総合型地域スポーツクラブの新規設立に向けた支援及び既存団体の運営 

支援 

 

（２）スポーツ施設の機能充実 

① 施設維持管理の徹底 

② 指定管理者との連携による利用者数及び利用満足度の向上 

 

（３）パラスポーツ等スポーツの裾野を広げ、総合的なスポーツ行政の進展 

① 関係機関との連携による障がい者スポーツの把握とその普及奨励 

② 高齢化社会を見据えた「生きがいづくり」としてスポーツの推進 

③ 地域スポーツ団体と中学校部活動との円滑な連携関係の構築 
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事 業 名 日 程 時 間 会 場
参 加

人 数

1
埼 玉 県 コ バ ト ン

健 康 マ イ レ ー ジ
４月～3月 随時 ― 5,248名

2 う ん ど う 教 室 5月～3月 約1時間 市内公園4か所 延べ543名

3 す こ や か 運 動 教 室 5月～3月 約1時間 市内公園5か所 延べ307名

4 健幸フォローアップ教室 5月～3月 10:00～11:30 総合体育館　他 延べ397名

5
目 指 せ ! こ う の す

健 脚 ウ ォ ー カ ー
5/26 9:00～12:00 総合体育館 28名

6 市 民 ラ ジ オ 体 操 会 6/25 9:00～9:30 陸上競技場 187名

7 すこやかキッズ体操
7/9、9/24、

11/26
10:00～12:00 総合体育館 111名

8 ア プ リ 登 録 会 9月～3月 約2時間 総合体育館　等 延べ13名

9
秋 の ノ ル デ ィ ッ ク

ウォーキング体験会
10/15 10:00～12:00

コスモスアリ

ーナふきあげ
15名

10 ラジオ体操講習会・秋 11/11 10:00～11:30
コスモスアリ

ーナふきあげ
103名

11 栄 養 講 座 11/21・28 10:00～11:30
総合体育館・

コスモスアリーナ

ふきあげ
24名

12 ラジオ体操講習会・春 3/10 10:00～11:30 総合体育館 118名

事 業 名 日 程 時 間 会 場
参 加

名 数

1
高齢者レクリエーション

ス ポ ー ツ 体 験 広 場
随時 随時 ふれあいセンター 延べ746名

2 障がい者スポーツ教室 6月～1月 13:30～14:30
総合体育館・

コスモスアリーナ

ふきあげ

延べ167名

3 初 級 ゴ ル フ 教 室 6/15～7/27 18:30～20:00
鴻巣ジャンボ

ゴルフセンター
延べ140名

4 夏の市民ハイキング

5 市 民 体 育 祭 10/9 8:00～14:30 陸上競技場 ※中止

6 秋の市民ハイキング

7 卓 球 教 室 12/17 9:30～16:30 総合体育館 126名

8 野 球 教 室 1/15 10:00～12:45 上谷総合公園 76名

9 鴻巣パンジーマラソン 3/4 8:30～12:00 陸上競技場 3,572名

3）令和4年度　スポーツ課事業報告

新型コロナウィルス感染症の影響で中止

新型コロナウィルス感染症の影響で中止

※出前講座（ニュースポーツ）を17回開催。（参加者488名）

※この他、スポ協・レク協・スポ少の加盟団体では市民大会を行いました。

（すこやか運動応援担当）

（市民スポーツ担当）
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事 業 名 日 程 時 間 会 場
参加予定

人 数

1
高 齢 者 レ ク リ エ ー シ ョ ン

ス ポ ー ツ 体 験 広 場
随時 随時 ふれあいセンター 延べ800名

2 障 が い 者 ス ポ ー ツ 教 室 6月～1月 約１時間 総合体育館等 延べ150名

3 初 級 ゴ ル フ 教 室 6/14～7/26 18:30～20:00
鴻巣ジャンボ

ゴルフセンター
延べ140名

4 卓 球 教 室 6/17・7/15 13:30～15:30
総合体育館・

コスモスアリーナ

ふきあげ
20名

5 スポーツフェスティバル 10/8 未定 陸上競技場　外 未定

6 秋 の 市 民 ハ イ キ ン グ 10月 日帰り 未定 未定

7 ラ ー ジ ボ ー ル 教 室 12/14・21 13:30～15:30
総合体育館・

コスモスアリーナ

ふきあげ
20名

8 野 球 教 室 1/13 10:00～15:00 上谷総合公園 120名

9 鴻 巣 パ ン ジ ー マ ラ ソ ン 3/2 8:30～12:00 陸上競技場 5,000名

4）令和5年度　スポーツ課事業計画

※出前講座（ニュースポーツ）を開催予定。

※この他、スポ協・レク協・スポ少の加盟団体では市民大会を行います。

（市民スポーツ担当）
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５）鴻巣市スポーツ大会出場補助金交付要綱   

 

 （趣旨）  

第１条  この告示は、競技スポーツの振興を図るため、関東大会以上の各

種のスポーツ大会（以下「スポーツ大会」という。）に出場する個人及び

団体に対し、予算の範囲内において、鴻巣市スポーツ大会出場補助金（以

下「補助金」という。）を交付することについて必要な事項を定めるもの

とする。  

 （交付対象者）  

第２条  補助金の交付を受けることができる個人及び団体（以下「交付対

象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当するもので、スポーツ大

会の出場登録をしているものとする。  

 ⑴  市内に住所を有する個人  

 ⑵  市内に在勤し、又は在学する個人（監督及びコーチを除く。）  

 ⑶  鴻巣市スポーツ協会に加盟する団体  

 ⑷  前号の団体に所属する個人  

 ⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補

助金の交付を受けることができない。  

 ⑴  市税等を滞納している個人  

 ⑵  同一年度内において、スポーツ大会への出場について他の補助金等

の交付を受けた個人又は団体  

 （補助対象スポーツ大会）  

第３条  補助金の交付対象となるスポーツ大会は、次の各号のいずれかに

掲げる団体が主催するもので、予選又はこれに相当する選考があるもので

なければならない。  

 ⑴  国際オリンピック委員会  

 ⑵  国際パラリンピック委員会  

 ⑶  国際オリンピック委員会承認の国際競技連盟  

 ⑷  国際パラリンピック委員会に加盟し、又は承認を受けた団体  
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 ⑸  国その他の行政機関  

 ⑹  公益財団法人日本スポーツ協会  

 ⑺  一般社団法人大学スポーツ協会  

 ⑻  公益財団法人日本高等学校野球連盟  

 ⑼  第６号から前号までに掲げる団体に加盟する団体  

 ⑽  前各号に掲げるもののほか、市長が認めた団体  

 （補助金の額等）  

第４条  補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、団体としてスポー

ツ大会に出場する場合は、出場登録者数に１人当たりの交付額を乗じた額

とし、１団体につき５人分を限度とする。  

２  補助金の交付回数は、１年度につき１回を限度とする。  

 （交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」とい

う。）は、鴻巣市スポーツ大会出場補助金交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

 ⑴  鴻巣市スポーツ大会出場補助金申請者リスト（様式第２号）  

 ⑵  出場するスポーツ大会の予選の大会実施要領及び成績表（予選がな

い場合はこれに相当する選考結果）  

 ⑶  出場するスポーツ大会の大会実施要領  

 ⑷  出場するスポーツ大会の出場登録選手名簿  

 ⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

 （交付決定等）  

第６条  市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査

の上、補助金の交付又は不交付を決定し、鴻巣市スポーツ大会出場補助金

交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものと

する。  

 （交付請求）  

第７条  前条の規定による交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」

という。）は、鴻巣市スポーツ大会出場補助金交付請求書（様式第４号）

を市長へ提出しなければならない。  

-8-



 

 

２  市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決

定者に補助金を交付するものとする。  

 （実績報告）  

第８条  交付決定者は、補助金に係るスポーツ大会が終了したときは、速や

かに出場したスポーツ大会の成績表、出場選手名簿及び鴻巣市スポーツ大会

出場補助金実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。  

 （補助金の返還）  

第９条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交

付決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。  

 ⑴  スポーツ大会への出場ができなくなったとき。  

 ⑵  この告示の規定に違反したとき。  

 ⑶  その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、鴻巣市スポー

ツ大会出場補助金返還通知書（様式第６号）により通知するものとする。  

 （その他）  

第１０条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。  

別表（第４条関係）  

区分  １人当たりの補助額  

⑴  オリンピック競技大会（第３条第１号

に掲げる団体が主催するスポーツ大会をい

う。）及びパラリンピック競技大会（同条

第２号に掲げる団体が主催するスポーツ大

会をいう。）  

５０，０００円  

⑵  世界大会（第３条第３号又は第４号に

掲げる団体が主催する世界選手権大会又は

これに準ずるものをいう。）  

３０，０００円  

⑶  国際大会（第３条第３号又は第４号に

掲げる団体が主催するスポーツ大会（前号

に掲げるものを除く。）をいう。）  

２０，０００円  

⑷  全国大会  １０，０００円  

⑸  関東大会  ５，０００円  
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6）鴻巣市スポーツボランティア制度運営要綱   

平成 31 年３月 18 日教委規則第 11 号  

（趣旨）  

第１条  この告示は、市又は鴻巣市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が主催、後援等をするスポーツイベント等における運営

ボランティア（以下「スポーツボランティア」という。）の派遣に

ついて、必要な事項を定めるものとする。  

（対象者）  

第２条  スポーツボランティアとして登録できる者は、市内に居住し、

通勤し、又は通学している年齢１８歳以上の者で、スポーツに関心

があるものとする。  

（活動内容）  

第３条  スポーツボランティアの活動内容は、次のとおりとする。  

（１）  市又は教育委員会が主催、後援等するスポーツイベントの

運営における補助   

（２）その他教育委員会が必要と認めたスポーツイベントにおける

補助  

（登録の申請）  

第４条  スポーツボランティアに登録を希望する者は、鴻巣市スポー

ツボランティア登録申込書（様式第１号）を教育委員会に提出する

ものとする。  

（登録）  

第５条  教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、そ

の内容を審査し、登録が適当であると認めたときは、スポーツボラ

ンティアとして登録するとともに、当該申込をした者にその旨を通

知するものとする。  

（変更及び取消し）  

第６条  前条の規定による登録を受けた者（以下「登録者」とい

う。）は、登録内容を変更するときは鴻巣市スポーツボランティア

登録内容変更届（様式第２号）を、登録を取り消すときは鴻巣市ス

ポーツボランティア登録取消届（様式第３号）を教育委員会に提出

するものとする。  

（派遣の依頼）  

第７条  市又は教育委員会が後援するスポーツイベント等の主催者が

登録者の派遣を受けようとする場合は、書面により教育委員会へ派

遣を依頼しなければならない。  

（派遣の要請）  

第８条  教育委員会は、第３条第１号及び第２号に規定する主催、ス

ポーツイベントに登録者を派遣しようとするときは、登録者と連絡

調整し、派遣を行うものとする。  
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（報酬等）  

第９条  登録者の活動は、無償とする。ただし、スポーツイベントの

主催者が用意した謝礼等については、受け取ることができる。  

（保険）  

第１０条  スポーツイベントに従事する登録者の傷害保険等は、スポ

ーツイベントの主催者が負担しなければならない。  

（その他）  

第１１条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会

が別に定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成３１年 4 月 1 日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この告示の施行の際現に廃止前の鴻巣市スポーツボランティア設

置要項（平成 2７年鴻巣市告示第９２号）第５条の規定によるス

ポーツボランティアとして登録を受けている者及び附則第２項の

規定により登録者とみなされている者は、この告示に基づきスポ

ーツボランティアとして登録されたものとみなす。  
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７）鴻巣市スポーツ振興関係団体補助金交付要綱  

令和２年５月８日告示第１５１号  

（趣旨）  

第１条  この告示は、市民の生涯スポーツにおける健康・体力づくり並び

にスポーツ及びレクリエーション活動の振興を図る団体に対し、補助金

を交付することについて必要な事項を定めるものとする。  

２  補助金の交付に関しては、鴻巣市補助金等の交付に関する規則（昭和

５４年鴻巣市規則第４号）に定めるもののほか、この告示に定めるとこ

ろによる。  

（補助対象者）  

第２条  補助の対象となる団体（以下「補助対象者」という。）は、次に

掲げる活動を行っている市内の団体であって、市長が認めたものとする。  

⑴  年齢及び体力に応じた健康・体力づくりの推進活動  

⑵  地域スポーツの推進活動  

⑶  スポーツ及びレクリエーションに係る普及活動及び青少年健全育成

活動  

⑷  その他市長が特に必要と認める活動  

（補助対象経費）  

第３条  補助の対象となる経費は、前条の活動に係る経費とする。  

（補助金の額）  

第４条  補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。  

 （補助金の交付の申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」とい

う。）は、鴻巣市スポーツ振興関係団体補助金交付申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類又はその写しを添えて、市長に提出しなければならな

い。  

⑴  事業計画書  

⑵  収支予算書  

⑶  会則若しくは規約又はこれに相当するもの  

⑷  役員名簿  

⑸  会員名簿  

⑹  その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の交付決定）  

第６条  市長は、前条の規定による申請があったときは、当該事業の目的

及び内容について審査し、補助金の交付を決定したときは、鴻巣市スポ

ーツ振興関係団体補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に

通知するものとする。  

 （補助金の請求及び交付）  
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第７条  前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」とい

う。）は、同条又は次条第２項に規定する通知を受けた場合は、鴻巣市

スポーツ振興関係団体補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出し

なければならない。  

２  市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。  

 （申請事項の変更）  

第８条  交付決定者は、その申請事項について変更が生じた場合は、速や

かに鴻巣市スポーツ振興関係団体補助金変更交付申請書（様式第４号）

に、第５条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類又はその写し

を添えて市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

鴻巣市スポーツ振興関係団体補助金変更交付決定通知書（様式第５号）

により交付決定者に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第９条  交付決定者は、補助対象の事業が完了したとき、又は補助金の交

付決定に係る会計が確定したときは、速やかに、鴻巣市スポーツ振興関

係団体補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。  

⑴  事業報告書  

⑵  収支決算書  

⑶  その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の確定）  

第１０条  市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容

を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、鴻巣市スポーツ振興関係団

体補助金確定通知書（様式第７号）により交付決定者に通知するものと

する。  

 （交付決定の取消し）  

第１１条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

⑴  この告示に違反したとき。  

⑵  偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

⑶  補助金の交付の決定の内容に違反したとき。  

２  前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用する。  

 （補助金の返還）  

第１２条  市長は、前条に規定する補助金の交付決定の取消しを命じた場

合において当該交付決定者に既に補助金が交付されているとき、又は補
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助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付され

ているときは、その補助金の全部又は一部について期限を定め、鴻巣市

スポーツ振興関係団体補助金返還命令書（様式第８号）によりその返還

を命ずるものとする。  

（関係書類の整備）  

第１３条  交付決定者は、補助対象経費を明らかにした書類、帳簿等を整

備しておかなければならない。  

２  前項に規定する書類、帳簿等は、当該補助金の交付決定の日の属する

年度の翌年度から５年間保存しなければならない。  

（その他）  

第１４条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

附  則  

この告示は、公布の日から施行する。  

-14-



○鴻巣市教育部スポーツ課
　＜所在地＞〒365-8601　鴻巣市中央１－１　　   TEL　048(543)6660

FAX　048(541)6411
○鴻巣市立総合体育館
　＜所在地＞〒365-0028　鴻巣市鴻巣864-1   　 TEL　048(543)0101

FAX　048(543)0103
○コスモスアリーナふきあげ
　＜所在地＞〒369-0135　鴻巣市明用636-1　    TEL　048(548)3112

FAX　048(548)3114
○鴻巣市立陸上競技場
　＜所在地＞〒365-0028   鴻巣市鴻巣634-2       TEL　048(541)7700

FAX　048(541)8077
○上谷総合公園野球場
　＜所在地＞〒365-0027　鴻巣市上谷707　       TEL　048(541)8290

FAX　048(541)8291
○川里農業研修センター
　＜所在地＞〒365-0004   鴻巣市関新田1800     TEL　048(569)1763

FAX　048(569)1763

学務課

コスモスアリーナふきあげ

かわさとグラウンドゴルフ場

公民館・生涯学習センター

１）機　構　図
令和５年４月現在

２．鴻巣市スポーツ課機構図

市民スポーツ担当
学校支援課

スポーツ課
施設管理担当

吹上総合運動場

陸上競技場

生涯学習課

吹上パークゴルフ場

吹上富士見ゲートボール場

上谷総合公園

上谷総合公園

（スケートパーク・3on3）

赤見台近隣公園多目的グラウンド

糠田運動場

２）所在地・電話番号一覧

総合体育館

教育部
吹上富士見テニスコート

常光テニスコート

天神テニスコート

吹上荒川総合運動公園

教育委員会事務局

教育長

教育総務課

都市公園体育施設

あかぎ公園

(中央・箕田・笠原・常光・あたご・田間宮・吹上・北新宿・川里)

川里中央公園

東町公園テニスコート

ひばり野中央公園テニスコート
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３）スポーツ課事務分掌 

 

（１）  市民スポーツ担当 

①  社会体育に関する企画及び調整に関すること。  

②  スポーツ推進審議会に関すること。  

③  社会体育及びレクリエーションの指導及び奨励並びに行事に関

すること。  

④  社会体育関係諸団体の育成指導に関すること。  

⑤  スポーツ推進委員に関すること。  

⑥  総合型地域スポーツクラブに関すること。  

⑦  課の庶務に関すること。  

 

（２） 施設管理担当 

①   社会体育施設及び設備の管理運営に関すること。  

②   学校設備の開放及び学校開放施設設備に関すること。  

 

３．スポーツ施設  

１）スポーツ施設と指定管理者  

 平成 15 年の 6 月の地方自治法の一部改正により、住民サービスの向

上や運営の効率化を図る観点から指定管理者制度が導入されたことを受

け、本市のスポーツ施設においても導入されました。  

 鴻巣市体育施設条例、鴻巣市都市公園条例に基づき、管理に関する業

務を効果的かつ効率的に行うために指定管理者制度を導入しています。  

 

２）管理状況  

Ⅰ．鴻巣地域体育施設  

● 令和 ５ 年 ４ 月 現 在の 指 定 管 理 者 （ 令 和 元 年 度 か ら令 和 ５ 年 度 ）      

（所在地）  東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号 

（名  称）  鴻巣ヘルスプロモーションＪＶ 

（代表団体）   シンコースポーツ株式会社 
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※管理経過  

・平成１８年度から３年間  施設管理公社委託  

・平成２１年度から  指定管理者制度導入  

 平成２１年度から平成２５年度  

 平成２６年度から平成３０年度  

（シンコースポーツ㈱・㈱サンワックス共同事業体）  

・平成３０年度より、市立第２体育館（平成３０年３月31日閉館）及び

鴻巣市ふるさと総合緑道休憩施設（愛里巣）を管理施設から削除  

・令和元年度から令和５年度    （鴻巣ヘルスプロモーションＪＶ）  

 

（管理施設）  

・市立総合体育館・市立陸上競技場  

・天神テニスコート・常光テニスコート・東町公園テニスコート  

・ひばり野中央公園テニスコート・赤見台近隣公園多目的グラウンド  

・糠田運動場（多目的グラウンド、サッカー場）  

 

Ⅱ．上谷総合公園体育施設（指定管理施設）  

● 令和 ５ 年 ４ 月 現 在の 指 定 管 理 者 （ 令 和 元 年 度 か ら令 和 ５ 年 度 ）      

（所在地）  埼玉県深谷市櫛引３７番地１３ 

（名  称）  鴻巣市スポーツ振興グループ 

（代表団体）   ＮＰＯ法人地域環境緑創造交流協会 

 

※管理経過  

・平成１８年度から２年間  都市計画課直営管理  

・平成２０年度から３年間  指定管理者制度導入  ㈱島村工業  

・平成２３年度から３年間  ㈱島村工業  

・平成２６年度から５年間  ㈱島村工業  

（管理施設）  

・野球場（フラワースタジアム）・多目的グラウンド  

・東側管理棟・テニスコート・サッカー場  

・スケートパーク・３on３コート  
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※スケートパークについては、平成２７年度から平成３０年度の４年間  

（所在地）  東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号 

（名  称）  シンコースポーツ㈱・㈱サンワックス共同事業体 

（代表団体）   シンコースポーツ株式会社 

・令和元年度から令和５年度  （鴻巣市スポーツ振興グループ） 

 

Ⅲ．吹上地域体育施設  

● 令和 ５ 年 ４ 月 現 在の 指 定 管 理 者 （令 和 元 年 度 か ら令 和 ５ 年 度）

（所在地）  東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号 

（名  称）  鴻巣ヘルスプロモーションＪＶ 

（代表団体）   シンコースポーツ株式会社 

 

※管理経過  

・平成１８年度から２年間  スポーツ課直営管理  

・平成２０年度から３年間  指定管理者制度導入  

（シンコースポーツ㈱・㈱サンワックス共同事業体）  

・平成２３年度から平成２５年度  

・平成２６年度から平成３０年度  

（シンコースポーツ㈱・㈱サンワックス共同事業体）  

・令和元年度から令和５年度  （鴻巣ヘルスプロモーションＪＶ）  

 

（管理施設）  

・コスモスアリーナふきあげ（鴻巣市吹上勤労青少年ホームを含む）  

・吹上総合運動場・吹上荒川総合運動公園・吹上富士見テニスコート  

・吹上富士見ゲートボール場・吹上パークゴルフ場  

 

Ⅳ．川里地域体育施設  

●令和５年４月現在の指定管理者（令和元年度から令和５年度）  

（所在地）  埼玉県鴻巣市関新田１８００番地 

（名  称）  公益社団法人 鴻巣市シルバー人材センター 
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（代表者）  理事長  矢部 一夫 

※管理経過  

・平成１８年度から３年間  都市計画課直営管理  

・平成２１年度から５年間  指定管理者制度導入（シルバー人材センター） 

・平成２６年度から平成３０年度  （シルバー人材センター）  

・令和元年度から令和５年度  （シルバー人材センター）  

 

（管理施設）  

・川里中央公園（多目的グラウンド・野球場・テニスコート）  

・あかぎ公園（多目的グラウンド・テニスコート）  

・かわさとグラウンドゴルフ場  
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3）スポーツ施設の概要

概 要 窓 口 開 場 年 月

鉄筋コンクリート造3階建
床面積6,669.612㎡・敷地面積16,110.2㎡
観客席540席・駐車場272台
ランニングコース(1周約200ｍ)
アリーナ面積1,850㎡
(ﾊﾞｽｹ2面・ﾊﾞﾚｰ3面・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ10面)
武道場・弓道場(5人立ち)・卓球場(6台)
トレーニングルーム・空調設備有

総合体育館 昭和57年5月

鉄筋コンクリート2階建・床面積6,228.52㎡
敷地面積60,546.89㎡・観客席208席
ジョギングコース(1周165ｍ)・駐車場700台
メインアリーナ1,499㎡
(バスケ2面・バレー2面・バトミントン8面)
サブアリーナ487㎡
(バスケ半面・バレー1面・バトミントン3面)
柔道場218㎡・剣道場226㎡
弓道場137㎡(4人立ち)・卓球室(4台)
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室(151㎡)他

ｺｽﾓｽｱﾘｰﾅ
ふきあげ

平成15年2月

鉄筋コンクリート1階建・延床面積938㎡
敷地面積46,131.39㎡
トラック1周400m(8コース)
観客席672席・芝スタンド4,500人
車いす観覧スペース7台分
天然芝フィールド・夜間照明有
サブグラウンド、ジョギングコース 700m
駐車場293台

陸上競技場 平成5年5月

グラウンド面積22,683㎡
ソフトボール場管理棟1,085.9㎡
観客席710席・ナイター照明４基
ソフトボール場2面
芝スタンド1,263㎡・観客席3,500人
軟式野球場管理棟508.83㎡・観客席150人
軟式野球場1面・駐車場156台(大型10台)

平成15年5月

ソフトボール場33,044㎡
ソフトボール場3面(サッカー1面兼用)
多目的グラウンド16,520㎡
軟式野球1面・ソフトボール場1面
駐車場台数220台

昭和55年4月

サッカー場14,476㎡・天然芝サッカー場1面 平成16年3月

多目的グラウンド12,000㎡
(軟式野球場1面・ソフトボール2面・
 少年サッカー2面)、夜間照明有

昭和53年4月

鉄筋コンクリート造2階建
延床面積1,409.55㎡
1塁、3塁芝スタンド550㎡
メインスタンド309席・障がい者用席14席
1･3塁側498席･障がい者用20席
総計841席
1･3塁芝スタンド約600人
野球場(ﾌﾗﾜｰｽﾀｼﾞｱﾑ、両翼98m・
中堅122m・グラウンド面積13,647㎡)、
内野ｸﾚｰ・外野天然芝、
夜間照明(6基・高さ38ｍ)
バックスクリーン・スコアボード
バックスクリーン幅20.5ｍ・高さ8.5ｍ
駐車場514台(障がい者28台･大型バス4台)

平成16年8月

人工芝サッカー場10,164㎡：168×105ｍ
(大人サッカー1面・少年サッカー2面・
 フットサル4面)、夜間照明有

平成19年6月

スケートパーク1,317.4㎡
3on3　596.6㎡

スケート

パーク
平成27年5月

上谷707

陸 上 競 技 場 鴻巣634-2

吹 上 総 合 運 動 場 明用636-1

ｺｽﾓｽｱﾘｰﾅ
ふきあげ

吹 上 荒 川
総 合 運 動 公 園

大芦地内
（河川敷）

グ

ラ

ウ

ン

ド

ﾌﾗﾜｰｽﾀｼﾞｱﾑ

上谷総合公園

施 設 名 所 在 地

総 合 体 育 館 鴻巣864-1

コ ス モ ス ア リ ー ナ
ふ き あ げ

明用636-1
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概 要 窓 口 開 場 年 月

多目的グラウンドﾞ5,700㎡
(軟式野球1面・ソフトボール1面)
夜間照明有・駐車場20台

昭和56年10月

多目的グラウンド31,200㎡
(ソフトボール3面)
サッカーグラウンド7,490㎡
(サッカー1面・少年ｻｯｶｰ2面)
駐車場217台

昭和55年5月

多目的グラウンド
(ソフトボール2面・少年サッカー2面)
野球場(軟式)１面(両翼89.5ｍ中堅104ｍ)

昭和5１年9月

多目的グラウンド(ソフトボール１面) 平成元年12月

硬・軟式 10面(砂入り人工芝)
4面夜間照明有

ﾌﾗﾜｰｽﾀｼﾞｱﾑ 平成19～20年

敷地面積4,917.63㎡

軟式 4面(クレー)
駐車場21台

昭和51年8月

敷地面積2,002.8㎡
硬・軟式 2面(クレー)
駐車場10台

平成13年4月

敷地面積1,400㎡
硬式 2面(クレー)

昭和43年

敷地面積800㎡

硬式 1面(ハード)
駐車場6台

昭和63年3月

敷地面積3,682㎡(私有地借地)
硬・軟式 3面(クレー)

ｺｽﾓｽｱﾘｰﾅ
ふきあげ

昭和57年4月

硬・軟式 3面(ハード) 昭和5１年9月

硬・軟式 2面(砂入り人工芝)

夜間照明有
平成元年12月

敷地面積1,701㎡(私有地借地)
コート3面

ｺｽﾓｽｱﾘｰﾅ
ふきあげ

昭和60年3月

敷地面積58,619㎡

日本ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会公認コース
・ｺｽﾓｽｺｰｽ：18ﾎｰﾙ･ﾊﾟｰ66(932.3m)
・ﾎﾟﾋﾟｰｺｰｽ：18ﾎｰﾙ･ﾊﾟｰ66(991.0m)
駐車場231台

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場

管理事務所

平成14年11月
平成25年4月
18ﾎｰﾙ増設

１6ホール
川里農業
研修ｾﾝﾀｰ

平成8年
平成23年11月

4ﾎｰﾙ増設

グ

ラ

ウ

ン

ド

施 設 名

吹 上 富 士 見
ゲ ー ト ボ ー ル 場

吹上富士見2-3地内

吹 上 パ ー ク ゴ ル フ 場
大芦地内

（河川敷）

川 里 中 央 公 園 屈巣・関新田地内

赤 見 台 近 隣 公 園 赤見台3-37地内

か わ さ と

グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 場
関新田1277-2付近

吹 上 富 士 見 吹上富士見4-16地内

川 里 中 央 公 園 関新田1800付近

赤城177-1付近あ か ぎ 公 園

総合体育館

常 光 下谷196-1

東 町 公 園 東1-6地内

ひ ば り 野
中 央 公 園

ひばり野1-12

川里農業
研修ｾﾝﾀｰ

あ か ぎ 公 園 赤城台地内

テ

ニ

ス

コ
ー

ト

上 谷 総 合 公 園 上谷707

天 神 天神2丁目地内

川里農業
研修ｾﾝﾀｰ

総合体育館

糠 田 運 動 場
糠田1073-1
（河川敷）

所 在 地
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№ 利用回数 利用人数(延べ) 前年比

1 5,774 73,306 -6,462

2 10,044 91,005 12,926

3 4,649 81,584 15,630

軟 式 野 球 場 52 2,088 689

ソフトボール場 141 6,469 1,248

多目的グラウンド 139 3,774 -766

ソフトボール場 123 4,002 -1,901

サ ッ カ ー 場 16 1,776 -226

多目的グラウンド 339 10,959 1,354

野 球 場 357 12,916 2,768

サ ッ カ ー 場 962 38,638 -2,169

テ ニ ス コ ー ト 5,854 44,034 4,771

スケートパーク ― 4,934 -1,040

３ on ３ ― 4,006 -99

7 多目的グラウンド 278 6,399 -3,442

多目的グラウンド 87 15,967 13,572

サ ッ カ ー 場 61 6,878 5,443

9 1,271 13,207 -750

10 164 836 -285

11 326 1,783 -235

12 456 2,267 -192

13 716 4,044 -332

14 155 1,881 -201

15 ― 49,342 -6,802

16 ― 4,982 -506

多目的グラウンド 176回 5,782 310

野 球 場 83 2,371 -334

テ ニ ス コ ー ト 697 3,493 558

多目的グラウンド 60 971 -237

テ ニ ス コ ー ト 1,845 7,966 -599

19 体 育 館 5,417回 88,423 4,892

20 校 庭 1,321回 30,760 908

21 体 育 館 1,653回 32,281 -3,952

22 校 庭 135回 3,025 1,811

23 武 道 場 103回 1,464 605

施 設 名

陸 上 競 技 場

総 合 体 育 館

常 光 テ ニ ス コ ー ト

か わ さ と グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 場

吹 上 富 士 見 テ ニ ス コ ー ト

吹 上 富 士 見 ゲ ー ト ボ ー ル 場

上谷総合公園

ひ ば り 野 中 央 公 園 テ ニ ス コ ー ト

6

8

東 町 公 園 テ ニ ス コ ー ト

学 校 開 放

コ ス モ ス ア リ ー ナ ふ き あ げ

4

5 吹上荒川総合運動公園

吹 上 パ ー ク ゴ ル フ 場

川 里 中 央 公 園

４）令和4年度スポーツ施設利用状況

小 学 校

中 学 校

あ か ぎ 公 園

17

18

天 神 テ ニ ス コ ー ト

吹 上 総 合 運 動 場

赤 見 台 近 隣 公 園

糠 田 運 動 場

-22-



施 設 名 連 絡 先

◇総合体育館（有料）

◇赤見台近隣公園（有料）

（多目的グラウンド）

◇糠田運動場（有料）

（多目的グラウンド・サッカー場）

◇テニスコート（有料）

（天神･常光・東町公園・ひばり野中央公園）

◇コスモスアリーナふきあげ（有料）

◇吹上総合運動場（有料）

（軟式野球場・ソフトボール場）

◇吹上荒川総合運動公園（有料）

（多目的グラウンド・ソフトボール場・サッカー場）

◇吹上富士見テニスコート（有料）

◇吹上富士見ゲートボール場（無料）

◇上谷総合公園（有料） 上谷総合公園

（スケートパーク） 事務所０７０(１５４２)１８７6

（多目的グラウンド・野球場） 野球場（541）8290

（サッカー場・テニスコート） 東側管理棟（501）8212

◇川里中央公園（有料）

（多目的グラウンド・野球場・テニスコート）

◇あかぎ公園（有料）

（多目的グラウンド･テニスコート）

◇かわさとグラウンドゴルフ場（有料）

◇陸上競技場（有料）

５）スポーツ施設連絡先

（541）7700

川里農業研修センター

（569）1763

コスモスアリーナ

ふきあげ

（548）3112

◇吹上パークゴルフ場（有料）

パークゴルフ場

管理事務所

090（5798）6678

総合体育館

（543）0101
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【仮予約】

【当選後の本予約】

【空き施設の予約方法】

　◇総合体育館

　◇赤見台近隣公園多目的グラウンド

　◇糠田運動場（多目的グラウンド・サッカー場）

　◇天神テニスコート

　◇常光テニスコート

　◇東町公園テニスコート

　◇ひばり野中央公園テニスコート

　◇コスモスアリーナふきあげ

　◇吹上荒川総合運動公園

（多目的グラウンド・ソフトボール場・サッカー場）

　◇吹上富士見テニスコート

　◇吹上勤労青少年ホーム

　◇上谷総合公園

（多目的グラウンド・野球場・サッカー場・テニスコート）

　◇川里中央公園

　 （多目的グラウンド・野球場・テニスコート）

　◇あかぎ公園

　 （テニスコート） ※多目的グラウンドは窓口予約のみ

◎アクセス方法と利用の手引き

　市ホームページのトップページ「公共施設案内・予約システム」からアクセスが可能です。

　システムの詳しい操作方法は、システムサイトで閲覧できる「利用の手引き」をご覧ください。

　当選の結果をシステムで確認後（メールアドレスを登録された方には、８日の８時半にメール送信し

ます。）、14日以内に下記施設の受付窓口で手続き（申請及び利用料金の納付）を行うことで、本予約

が完了となります。ただし、2週間以内に本予約がない場合は自動的に取消しとなります。

　利用する月の２か月前の８日から、抽選申込のなかった枠の予約が可能となります。システムでの仮

予約後、

１４日以内に本予約が行われなかった場合は自動的に取消しとなります。また、仮予約した日が、利用

する日まで１４日の期間がない場合は、利用する日の６日前までに本予約が行われないと自動取消しさ

れます。

　なお、利用する日の５日前からは窓口での申込のみとなります。

　例）４月６日を利用する場合、４月１日からは窓口申込のみとなります。

スマートフォンやパソコンから、公共施設の空き状況確認や利用予約ができます。

　利用施設の窓口で空き状況を確認後、抽選申込や予約を行うことができます。手続きをする際は、施

設に備付けの用紙に利用日等を記入し、申請してください。職員が申請者に代わってシステムに登録を

行います。その際は、窓口にて利用者登録を行う必要があります。（初回のみ）

総合体育館

５４３－０１０１

　公共施設案内・予約システムで、利用する月の２か月前の１日～７日の間に抽選申込を行ってくださ

い。

　同じ日時に複数の申込があった場合は、８日に当落の判定をシステムで自動的に行います。

　例）６月利用分の抽選申込は、４月１日より受付を開始します。

上谷総合公園野球場

５４１－８２９０

コスモスアリーナふきあげ

５４８－３１１２

川里農業研修センター

５６９－１７６３

６）公共施設案内・予約システム

【インターネットを利用できない方へ】

◎システムから空き状況確認・利用予約ができる施設

施　　　　　設　　　　　名 施設受付窓口

　◇吹上総合運動場（軟式野球場・ソフトボール場）
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７）鴻巣市立小・中学校体育施設の利用に関する条例 

平成19年6月29日 

条例第23号 

 

(目的) 

第1条 この条例は、市民のスポーツ及びレクリエーション並びに生涯学習の場の確

保を図るため、鴻巣市立小・中学校体育施設(以下「体育施設」という。)を市民の

利用に供することにより、スポーツの振興及び生涯学習の推進に寄与することを目

的とする。 

 

(定義) 

第2条 この条例において「体育施設」とは、体育館、武道場及び校庭をいう。 

 

(利用の範囲) 

第3条 体育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用することがで

きる者は、市内在住者又は市内在勤者とする。 

 

(利用の許可) 

第4条 体育施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ鴻巣市教育委員会

(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を

変更しようとするときも、同様とする。 

2 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、学校長の意見を聴いて学

校の行事に支障のない場合に限り、これを許可することができる。 

3 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条

件を付することができる。 

 

(利用の制限) 

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の

利用を許可しない。 

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。 

(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。 

(3) 前2号に定めるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。 

 

(利用権の譲渡の禁止) 

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人

に譲渡し、又は転貸してはならない
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(利用の許可の取消し等) 

第7条 教育委員会は、体育施設の管理上特に支障があると認めるとき、又は利用者が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若し

くは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。 

(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。 

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当することにより、同項の処分を受け、これに

よって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。 

 

(使用料) 

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければなら

ない。 

 

(使用料の減免) 

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

 

(使用料の還付) 

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。 

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設の施設等を利用するこ

とができないとき。 

 

(原状回復) 

第11条 利用者は、体育施設の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原

状に復さなければならない。第7条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの

処分を受けたときも、同様とする。 

 

(損害賠償) 

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に体育施設の施設若し

くは設備を損傷し、又は体育施設の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修

理し、又はその損害を賠償しなければならない。 
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(委任) 

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の鴻巣市立小・中学校体育施設の利用に関する条例(以下「新条

例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同

日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

3 この条例の施行前に改正前の鴻巣市立小・中学校体育館使用条例(以下「旧条例」とい

う。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、新条例の相当規定により教育

委員会がした許可その他の行為とみなす。 

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してなされている申請そ

の他の行為は、新条例の相当規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為

とみなす。 

 

別表(第8条関係) 

区分 1時間当たりの使用料 

体育館 全面 300円 

半面 150円 

会議室 100円 

武道場 全面 300円 

半面 150円 

校庭 全面 200円 

 

備考 

1 体育館の半面は、バレーボールのコート1面を、武道場の半面は柔道場又は剣道場

の１面を基準とする。 

2 屈巣小学校、共和小学校及び広田小学校の体育館の使用料は、この表の使用料にか

かわらず、1時間当たり150円とする。 

3 体育館の会議室は、教育委員会が認める施設とする。 

4 利用時間が1時間以内であるとき、又はその時間に端数が生じたときは、1時間とす

る。 
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８）鴻巣市立小・中学校体育施設の利用に関する条例施行規則 

平成19年8月14日 

教委規則第14号 

 

（趣旨） 

第1条 この規則は、鴻巣市立小・中学校体育施設の利用に関する条例（平成19年

鴻巣市条例第23号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（利用時間） 

第2条 体育施設を利用できる時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

ただし、鴻巣市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要があると認める

ときは、これを変更することができる。 

 

（施設等の管理責任） 

第3条 体育施設の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の管理上の責任は、

鴻巣市小・中学校管理規則（平成17年鴻巣市教育委員会規則第6号。以下「管理規

則」という。）第27条の規定にかかわらず、第8条の許可に係る利用時間において

は、教育委員会とする。 

 

（管理指導員） 

第4条 体育施設の施設等を利用することができる小・中学校に管理指導員（以下「指

導員」という。）を置くものとする。 

2 指導員は、教育委員会が任命する。 

3 指導員は、教育委員会の命を受け、体育施設の管理保全及び利用の許可を受けた

者の指導に当たるものとする。 

 

（利用許可に関する事務） 

第5条 体育施設の施設等の利用の許可に関する事務は、管理規則第31条の規定に

かかわらず、教育委員会が行うことができる。 

 

（利用の登録） 

第6条 条例第4条第1項の規定により体育施設の施設等の利用の許可を受けようと

する者は、あらかじめ鴻巣市立小・中学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1

号)に鴻巣市立小・中学校体育施設利用登録者名簿（様式第２号）を添付の上、教

育委員会に提出して登録を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。
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（利用の申請） 

第7条 前条の規定により登録を受けた者（以下「登録者」という。）が体育施設の施設等

の利用の許可を受けようとするときは、鴻巣市立小・中学校体育施設利用計画表(様式第

３号)を教育委員会に提出しなければならない。 

2 前条ただし書の規定により体育施設の施設等の利用の許可を受けようとする者は、鴻巣

市小・中学校体育施設利用（変更）許可申請書（様式第４号）を教育委員会に提出しな

ければならない。 

 

（利用の許可） 

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、体育施設の施設等の

利用を許可したときは、鴻巣市立小・中学校体育施設利用（変更）許可書（様式第５号）

を交付するものとする。 

 

 （利用の変更） 

第9条 前条の規定により体育施設の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が

当該許可に係る事項を変更しようとするときは、鴻巣市立小・中学校体育施設利用（変

更）許可申請書に鴻巣市立小・中学校体育施設利用（変更）許可書を添えて、速やかに、

教育委員会に提出しなければならない。 

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、利用の変更を許可したときは、鴻巣

市立小・中学校体育施設利用（変更）許可書を前項の申請を行った者に交付するものと

する。 

 

（使用料の減免） 

第10条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。 

(1) 市又は他の行政機関が利用するとき 免除 

(2) その他教育委員会が公益上必要があると認めるとき 減額又は免除 

2 前項第2号による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鴻巣市立小・中学校体

育施設使用料減免申請書（様式第6号）を教育委員会に提出しなければならない。 

 

（使用料の還付） 

第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をする割合は、次のとおりとする。 

(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき 

100分の100 

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設の施設等を利用するこ

とができないとき 100分の100又は100分の50 

 

（利用の報告） 

第12条 体育施設の施設等を利用した登録者は、当該施設等を利用した２月ごとに鴻巣市
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立小・中学校体育施設利用報告書（有料団体用）（様式第７号）を教育委員会に提出しな

ければならない。ただし、第１０条の規定により使用料が免除となった対象者は、当該

施設等を利用した６月ごとに鴻巣市立小・中学校体育施設利用報告書（無料団体用）（様

式第７号の２）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 第６条ただし書の規定により同条の規定による登録を受けていない者であって、体育

施設の施設等を利用したものは、当該施設等を利用した後速やかに鴻巣市立小・中学校

体育施設利用報告書（有料団体用）を教育委員会に提出しなければならない。ただし、

第１０条の規定により使用料が免除となった者は、当該施設等を利用した後速やかに鴻

巣市立小・中学校体育施設利用報告書（無料団体用）を教育委員会に提出しなければな

らない。 

 

（遵守事項及び指示） 

第13条 教育委員会は、体育施設の利用者の遵守事項を定め、体育施設の管理上必要があ

るときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。 

 

（損傷等の届出） 

第14条 利用者は、体育施設の施設若しくは設備を損傷し、又は体育施設の物品を亡失し、

若しくは損傷したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならな

い。 

 

（運営協議会） 

第15条 教育委員会は、体育施設の利用を適切かつ円滑に実施するために、体育施設の利

用を実施する学校ごとに運営協議会を置く。 

2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（その他） 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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氏 名 性別 委 嘱 日 氏 名 性別 委 嘱 日

1 清 水 昭 典 男 令和2年6月1日 1 古 澤 近 男 平成29年1月1日

2 梶 原 弘 也 男 令和元年６月１日 2 海老名　千恵子 女 平成17年4月1日

3 棚 澤 大 輔 男 令和4年6月1日 3 松本 奈津子 女 平成19年4月1日

4 波田野 富信 男 平成26年4月1日 4 萩原 三枝子 女 平成23年4月1日

5 海 老 名 寛 男 平成26年4月1日 5 西 崎 法 子 女 平成21年4月1日

6 森 田 博 子 女 令和4年6月14日 6 神 谷 秀 昭 男 平成23年4月1日

7 直 井 利 充 男 平成26年4月1日 7 橘 永 江 女 平成23年4月1日

8 関 根 正 男 平成26年4月1日 8 梶 山 紀 光 男 平成25年4月1日

9 清 水 将 之 男 平成26年4月1日 9 米 川 滋 男 平成28年9月1日

10 知 野 龍 三 男 令和2年6月1日 10 仁 科 広 子 女 平成29年4月1日

11 高 橋 洋 明 男 令和4年6月1日 11 山 形 玲 子 女 平成29年4月1日

12 長 島 茂 代 女 令和4年6月1日 12 寺 島 隆 男 平成31年4月1日

13 齋 藤 幸 嗣 男 平成31年4月1日

14 工藤 奈津子 女 平成31年4月1日

15 田 村 啓 男 令和元年9月18日

16 田 中 淳 二 男 令和3年6月8日

17 小久保 浩一 男 令和3年6月8日

18 知 野 龍 三 男 令和3年6月8日

19 天 沼 新 男 令和4年7月12日

20 大 間 節 子 女 令和4年9月12日

21 鈴 木 豪 大 男 令和4年9月12日

◎＝会長　○＝副会長

４．社会体育関係委員

２）鴻巣市スポーツ推進委員名簿

任期　令和5年4月1日～令和7年3月31日任期　令和4年6月1日～令和6年5月31日

１）鴻巣市スポーツ推進審議会委員名簿

◎＝会長　○＝副会長

令和5年4月1日現在 令和5年5月1日現在
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常任委員

総

会

1

企

画

部

2

３）鴻巣市スポーツ推進委員連絡協議会組織図

会　　長

副 会 長

役

員
会

委員の承認を得て

会長が委嘱する。

広

報

部

3

研

修

部

会長以外の委員は

部会に所属し、各
部会に部会長と副
部会長を設ける。

幹事

委員の承認を得て

会長が委嘱する。

監事

委員から選出する。

常

任
委
員

会
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４）鴻巣市スポーツ推進審議会条例 

 

昭和60年３月29日 

条例第10号 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成23年法律第78号。以下「法」という。）第31条の規

定に基づき、鴻巣市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、鴻巣市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項に

ついて調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。 

(１) 法第10条第１項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。 

(２) スポーツの施設及び整備に関すること。 

(３) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。 

(４) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。 

(５) スポーツの団体の支援に関すること。 

(６) スポーツによる事故の防止に関すること。 

(７) スポーツの競技水準の向上に関すること。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 関係団体の代表者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) 学識経験のある者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委任の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長等） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 

３ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

５ 審議会が特に必要があると認めるときは、会長は、適当と認める者に対し、出席

説明及び資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、教育部スポーツ課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定

める。 

 

附 則 

この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年条例第３号） 

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第１号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年条例第１号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第102号） 

この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成23年条例第１号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年条例第30号） 

 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の鴻巣市スポーツ振興審議会条例（以下「旧条例」

という。）第３条第２項の規定により任命されている鴻巣市スポーツ振興審議会の

委員は、この条例の施行の日に、改正後の鴻巣市スポーツ推進審議会条例（以下「新
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条例」という。）第３条第２項の規定により鴻巣市スポーツ推進審議会の委員とし

て委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる

者の任期は、新条例第４条第１項の規定にかかわらず、同日における旧条例第３条

第２項の規定により任命された鴻巣市スポーツ振興審議会の委員としての任期の

残任期間と同一の期間とする。 

（鴻巣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

 

３ 鴻巣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和53

年鴻巣市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 

（次のよう略） 

附 則（平成26年12月25日条例第42号抄） 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（鴻巣市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の鴻巣市スポーツ推進審議会

条例（以下この項において「旧条例」という。）第３条の規定により委嘱されてい

る委員は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に、同項の規定による

改正後の鴻巣市スポーツ推進審議会条例（以下この項において「新条例」という。）

第３条の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、その委嘱された

とみなされる委員の任期は、新条例第４条の規定にかかわらず、施行日における旧

条例第３条の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間と

する。 

 

附 則（平成27年３月27日条例第１号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月28日条例第１号抄） 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の鴻巣市青少年問題協議会

設置条例（以下この項において「旧条例」という。）第３条第２項の規定により委
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嘱されている委員は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に、改正後

の鴻巣市青少年問題協議会設置条例（以下この項において「新条例」という。）第

３条第２項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、その委嘱さ

れたとみなされる委員の任期は、新条例第４条第１項の規定にかかわらず、施行日

における旧条例第４条第１項の規定により委嘱された委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

 

３ この条例の施行の際現に第７条の規定による改正前の鴻巣市スポーツ推進審議

会条例（以下この項において「旧条例」という。）第３条第２項の規定により委嘱

されている委員は、施行日に、改正後の鴻巣市スポーツ推進審議会条例（以下この

項において「新条例」という。）第３条第２項の規定により委嘱された委員とみな

す。この場合において、その委嘱されたとみなされる委員の任期は、新条例第４条

第１項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第４条第１項の規定により委嘱

された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
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５）鴻巣市スポーツ推進委員に関する規則 

 

平成 31年３月 18日教委規則第 11号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、スポーツ基本法（平成 23年法律第 78号。以下「法」という。）

第 32 条第２項の規定に基づき、スポーツ推進委員（以下「委員」という。）の職務

その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職務） 

第２条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。 

(１) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。 

(２) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。 

(３) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関

し協力すること。 

(４) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業に協力すること。 

(５) 市民に対しスポーツについての理解を深めること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行

うこと。 

 （定数） 

第３条 委員の定数は、35人以内とする。 

２ 委員は、法第 32条第１項の規定により鴻巣市教育委員会（以下「教育委員会」）

が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 （解職） 

第５条 教育委員会は、委員に心身の故障又は特別の理由があると認めるときは、解

職することができる。 

 （服務） 

第６条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。 

２ 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定め

る規則及び規程に従わなければならない。 

３ 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。 

 （研修） 

第７条 委員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければな

らない。 

 （その他） 
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第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

  

附 則 

この規則は、平成 31年４月１日から施行する。 
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６）鴻巣市スポーツ推進委員連絡協議会規約 

              昭和５６年４月 １日制定 

              昭和５６年４月２７日改正 

              昭和６３年５月 ７日改正 

              平成１５年４月 １日改正 

                       平成１７年４月 １日改正 

平成２４年４月２５日改正 

平成 27年 4月 17日改正 

平成 2８年 4月 1５日改正 

平成 31年 4月 26日改正 

第１章 総 則 

第１条 この規約は、鴻巣市スポーツ推進委員に関する規則（以下「規則」という。）

第２条に定める職務を遂行するため、規則第 5 条第 1 項に基づき、鴻巣市スポ―

ツ推進委員連絡協議会（以下、「本会」という。）の設置について必要な事項を定め

るものとする。 

第２条 本会は鴻巣市教育委員会（以下、「教育委員会」という）から委嘱されたスポ

ーツ推進委員（以下「委員」 という）により構成する。 

第２章 目 的 

第３条 本会は委員組織の連絡調整と委員の指導力の向上を図り、住民のスポー 

 ツ活動の促進に寄与し、生涯スポーツの推進に資することを目的とする。 

第３章 事 業 

第４条 本会は、第３条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 （１）委員相互の連絡調整に関すること。 

 （２）研修に関すること。 

（３）住民のスポーツ推進のための指導及び助言に関すること。 

 （４）関係団体への建議に関すること。 

（５）調査研究に関すること。 

（６）その他必要な事業。 

第４章 役 員 

第５条 本会に次の役員をおく。 

 （１）会長   １名 

 （２）副会長  若干名 

 （３）常任委員 若干名 

 （４）監事   ２名 

 （５）幹事   若干名 

第６条 役員の選出 

（１）会長・副会長は委員の中から選出する。 

（２）常任委員は委員の承認を得て会長が委嘱する。 
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（３）監事は委員の中から選出する。 

（４）幹事は会長の指名により、委員の承認を得る。 

第７条 役員の職務 

 （１）会長は本会を代表し、会務を統理する。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

（３）常任委員は常任委員会を構成し、会務を執行する。 

（４）監事は本会の会計を監査する。 

（５）幹事は本会の会計及び会務を処理する。 

第８条 役員の任期 

（１）役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

（２）役員に欠員を生じた場合は、補欠委員を選出しその任期は前任者の残 

  任期間とする。 

（３） 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでなおその職務を行う。 

第９条 顧問 

（１） 本会に顧問をおくことができる。 

（２） 顧問は会長の諮問に応じ会議に出席し意見を述べることができる。       

第５章 会 議 

第１０条 総会は年１回開催し、会長が招集して議長となる。ただし会長が必 

要と認めたときは臨時に開催することができる。 

２ 総会は、全委員の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。ただし、

委任状を提出した会員は出席者とみなすものとする。 

３ 総会は、本会の事業計画、予算、事業報告、決算、その他業務に関する重 

 要事項を議決する。   

４ 常任委員会は必要に応じて開催し、会長が議長となる。 

５ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長 

 がこれを決める。  

第６章 会 計 

第 11条 本会の経費は､会費､助成金､寄付金､その他の収入をもってあてる。 

２ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第７章 事務局 

第 12条 本会の事務局は、鴻巣市教育委員会教育部スポーツ課内におく。 

第８章 本規約の変更 

第１３条 本会の規約の変更は、総会において出席者の３分の２以上の賛同を要す。 

第９章 補 則 

第１４条 この規約に定めるもののほか、本会に必要な細則は、常任委員会の 

決議に基づき会長が定める。  

 

  附 則  
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 この規約は、昭和５６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規約は、昭和５６年４月２７日から施行する。 

  附 則 

 この規約は、昭和６３年５月７日から施行する。 

  附 則 

 この規約は、平成１５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２４年４月２５日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 27年 4月 17日から施行する。 

  附 則 

 この規約は、平成３１年 4月 26日から施行する。
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７）鴻巣市スポーツ推進委員連絡協議会細則 

                   平成３年４月２９日制定 

                   平成７年４月２５日改正 

平成２４年 4月 25日改正 

平成 27年 4月 17日改正 

平成 31年 4月 26日改正 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、鴻巣市スポーツ推進委員連絡協議会規約（以下「規約」 

という。）第３条の目的を達成するため、必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 規約第 4条の事業を遂行するため、鴻巣市スポーツ推進委員連絡協議 

 会（以下「本会」という。）内に次の部会を設置する。 

（１）企画部 

① 研修事業の企画・検討 

② 鴻巣市教育委員会（以下、「教育委員会」という）が主催する各大会の企画・

立案・開催に対する見直しと検討 

③ 市民体育祭の企画･立案･開催に対する見直しと検討 

④ 教育委員会が開催する各種教室の企画･立案･開催に対する見直しと検討 

⑤ その他 

（２）広報部 

① ニュースポーツ・ニューレクリエーションスポーツの調査･研究 

② 市民ニーズの調査及び研究 

③ 各種大会及び各教室等の広報活動の検討 

④ その他 

（３）研修部 

① 地域への生涯スポーツ普及のための自主研修 

② 委員の資質向上のための研修事業の実施 

③ その他 

第３条 前条に定める各部会に部会長、副部会長及び委員を置く。部会の開 

催は、各部長が召集する。 

第４条 各部会の構成委員の任期は、２年とし会長が委嘱する。各部会の開 

催は、年 6回程度とし半期に一度、各部長は研究状況を会長に報告するものと

する。 

第５条 各部会の研究･調査項目は期間１カ年の審議期間とし、各部会長は１回 

その研究結果を会長に報告するものとする。 

第６条 会長は常任委員会に諮り、必要に応じ総会に提案・審議し、必要事項

を教育委員会へ提言する。 

第７条 その他、この細則の実施にあたり必要な事項は常任委員会により定め

る。 
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  附則 

 この細則は、平成３年４月２９日から施行する。 

  附則 

 この細則は、平成７年４月２５日から施行する。 

  附則 

 この細則は、平成２４年４月２５日から施行する。 

  附則 

 この細則は、平成２７年４月１７日から施行する。 

  附則 

 この細則は、平成３１年４月２６日から施行する。 
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　　　　（　　）＝選出団体名

秋 池 一 枝

（硬式テニス）

崎 田 豊

土 田 邦 明

松 本 保 男

（硬式テニス） 寺 島 隆

副 理 事 長 荒 井 和 彦 三ツ木光夫 （ 卓 球 ）

幹 事

福 村 晃 太 （ 中 体 連 ） 山 﨑 泰 徳 （ 小 体 連 ）

木 村 恭 則中 根 世 司

（ 学 識 ）

１）鴻巣市スポーツ協会

加 村 敏 朗 並 木 正 年

役　　職　　名 氏　　　　　　名

副 会 長

（１）令和5・6年度　鴻巣市スポーツ協会役員

会 長

清 水 昭 典 （バスケット）理 事 長

顧 問

中屋敷慎一

常 任 理 事

宮 永 孝 久 （ 野 球 ）

海老名 寛

金 子 徹 （ソフトテニス）

半 田 栄 一 （ 剣 道 ）

加 藤 徹

吉村栄之助 （ ス キ ー ）

奈 良 高 男 （ バ レ ー ）

（ 柔 道 ）舩 田 周 平

（ 少 林 寺 ）

（ 卓 球 ）

（バスケット）

（陸上競 技）

伊 藤 輝 正 （ 柔 道 ）

星 野 好 （ 空 手 道 ）

（サッカ ー）

（ 小 体 連 ）

今 西 幸 一 大 関 淳

広瀬 正幸 （ 水 泳 ）

（ ゴ ル フ ）

（ソフトボール）

高 橋 鋭 行 （バドミントン）

堀田三樹夫

井 上 忠 広 （ 剣 道 ） 坂 本 晃

設 楽 謙 二 （ 弓 道 ）

二 瓶 亮 （ 中 体 連 ） 江 原 新 治

（ 空 手 道 ）（ 水 泳 ） 田 島 盛 明

理 事

村 田 明 宏 （ 野 球 ） 早 川 啓 子

根 岸 寿 明 （ソフトテニス） 大 塚 光 武

（ バ レ ー ） 光 武 孝 一 （ 卓 球 ）

（ ス キ ー ） 西 濵 大 志 （ 柔 道 ）

（ 少 林 寺 ）

（ソフトボール） 丸 山 盛 久

杉 崎 敏 弘 （硬式テニス） 道 満 康 裕

成 田 郁 彦 （バスケット） 仙 場 哲 夫

二 宮 一 広 （ 弓 道 ） 酒 巻 栄

（ 学 識 ）

（陸上競 技）

（サッカ ー）

（バドミントン） 草 野 智 広

千 葉 晃 代

    5．社会体育関係団体

直 井 利 充

監 事 岡 田 明 （ 学 識 ）

事 務 局
川 口 修

（ バ レ ー ）

（ バ レ ー ）

江 森 明 子千 葉 文 彦

（ 少 林 寺 ）

（ ゴ ル フ ）
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（２）令和5年度　鴻巣市スポーツ協会加盟団体別人数

団 体 名 団体数 合計 前年対比

1 野 球 連 盟 28 679 3

2 バレーボール連盟 20 276 26

3 卓 球 連 盟 21 239 -58

4 ソフトテニス連盟 6 168 0

5 ス キ ー 連 盟 4 38 -2

6 柔 道 連 盟 3 121 18

7 剣 道 連 盟 4 162 -32

8 水 泳 連 盟 1 18 0

9 空 手 道 連 盟 3 121 19

10 バスケットボール連盟 20 300 0

11 ソフトボール協会 26 574 18

12 サ ッ カ ー 協 会 40 1,324 0

13 硬 式 テ ニ ス 協 会 10 346 22

14 バドミントン連盟 9 122 -9

15 少 林 寺 拳 法 連 盟 3 46 0

16 弓 道 連 盟 2 64 -2

17 陸 上 競 技 協 会 3 55 -16

18 ゴ ル フ 協 会 1 74 0

19 中 学 校 体 育 連 盟 8           - ―

20 小 学 校 体 育 連 盟 18           - ―

合 計 230 4,727 -13

令和5年5月1日現在
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柔
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連

盟

理 事 長

常任理事の互選
（理事長１名　副理事長若干名）

副理事長

常任理事

各加盟団体より２名
　（常任理事１名　理事１名）
学識経験者

理　　事

（３）鴻巣市スポーツ協会組織図

6

会　　長 会長委嘱・推薦

理
事
会
（

総
会
）

常
任
理
事
会

役
員
会

監　　事
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（４）鴻巣市スポーツ協会規約 

（昭和４６年４月１日制定） 

改正 昭和５７年 ９月２１日 

   昭和５８年 ６月 ７日 

   昭和６２年 ６月 ５日 

   平成 ７年 ６月１０日 

平成１５年 ５月２４日  

平成１８年 ５月２０日  

平成２０年 ５月２５日  

                                  平成２３年 ５月２８日 

                                  平成２５年 ５月２５日 

                                  平成２７年 ５月３０日 

                                  令和 元年 ５月２５日 

                                  令和 ５年 ５月１４日 

第 １ 章 名称及び事務所 

 

第１条 本会は鴻巣市スポーツ協会と称する。 

第２条 本会の事務所は鴻巣市教育委員会教育部スポーツ課内に置く。 

 

第 ２ 章 目的及び事業 

 

第３条 本会は鴻巣市における体育、スポーツの健全なる普及発達を図ることを目的とする。 

第４条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）体育・スポーツに関する調査研究 

（２）体育・スポーツの宣伝啓発並びに指導奨励 

（３）体育・スポーツ団体の連絡指導並びに助成 

（４）各種体育・スポーツ大会の開催 

（５）体育・スポーツに関する行事並びに講習会の開催 

（６）体育・スポーツ施設の整備拡充 

（７）優秀選手及び功労者の表彰 

（８）その他本会の目的達成に必要な事項 

 

第 ３ 章 組 織 

 

第５条 本会は市内に在住し、かつ、登録された体育・スポーツ団体及び学識経験者をもって組織す 

る。 

２ 本会に加盟する体育・スポーツ団体（以下「加盟団体」という。）の構成員は原則として市内に居

住又は勤務し、かつ、登録されたものによる。 

３ 本会への加盟及び脱会は、理事会の承認を得なければならない。 

４ 加盟規程及び会費の納入については、別に定める。 

第６条 本会は埼玉県スポーツ協会に加盟する。 

 

第 ４ 章 役     員 

 

第７条 本会に次の役員を置く。 

 会長 1名  副会長 若干名  理事長 1名  副理事長 若干名  常任理事 若干名 

 理事 若干名  監事 若干名 幹事 若干名  顧問 若干名 
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第８条 会長は常任理事会の推薦により理事会の承認をうける。副会長は理事会で選出する。会長は 

本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれに代る。 

第９条 理事は加盟団体及び学識経験者より選出する。学識経験理事は、会長が委嘱する。 

第１０条 常任理事は理事より選出し、理事長、副理事長は常任理事の互選とする。理事長は会務を執

行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 

第１１条 監事は会長の推薦により理事会の承認をうける。監事は会計を監査する。 

第１２条 幹事は理事会の同意を得て会長が委嘱し会務に従事する。 

第１３条 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ会議に出席できる。 

第１４条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とす

る。加盟団体から選出された役員がその所属関係を離れたときは本役員を失格とする。 

第１５条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、常任理事会の承認を得て会長はこれを解任す

ることができる。 

（１）会務の執行に堪えられないと認められたとき 

（２）その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき 

 

第 ５ 章 会     議 

 

第１６条 本会に次の会議を置く。 

（１）理事会 

（２）常任理事会 

（３）役員会 

第１７条 会議は会長が招集し、議長には会長があたる。 

第１８条 理事会は本会の最高議決機関であって会長、副会長及び理事をもって構成し次の事項を審議

する。 

（１）予算及び決算 

（２）事業計画 

（３）本規約に規定した事業 

（４）その他重要事項 

理事会は年１回開催する。ただし必要あるときは随時に開くことができる。 

第１９条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、必要に応じ随

時開催する。常任理事会は理事会から委任された事項及び緊急事項の処理その他会務の執行にあたる。 

第２０条 役員会は会長、副会長、理事長及び副理事長をもって構成し、必要に応じ随時開催する。 

第２１条 会議は定数の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもつて決定する。可

否同数のときは議長が決定する。ただし理事会に限り、その議決権を委任することができる。 

 

第 ６ 章 経     費 

 

第２２条 本会の経費は次に掲げるもので充当する。 

（１）会費 

（２）助成金（県並びに市の助成金） 

（３）その他 

第２３条 本会の会計年度は毎年４月１日にはじまり翌年３月３１日におわる。 

第２４条 本規約は理事会の議決を経て改正することができる。 

第２５条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則  この規約は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則  この規約は、昭和５７年９月２１日から施行する。 

附 則  この規約は、昭和５８年６月７日から施行する。 
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附 則  この規約は、昭和６２年６月５日から施行する。 

附 則  この規約は、平成 ７年６月１０日から施行する。 

附 則  この規約は、議決の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

附 則  この規約は、平成１８年５月２０日から施行する。 

附 則  この規約は、平成２０年５月２５日から施行する。 

附 則  この規約は、平成２３年５月２８日から施行する。 

附 則  この規約は、平成２５年５月２５日から施行する。 

附 則  この規約は、議決の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則  この規約は、令和元年５月２５日から施行する。 

附 則  この規約は、令和５年５月１４日から施行する。 
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（5）鴻巣市スポーツ協会表彰規程 

 

昭和６２年３月１９日 制定 

改正 平成２１年５月３１日 

改正 平成２２年５月２３日 

                        改正 平成２４年５月２７日 

改正 令和 元年５月２５日 

改正 令和 ４年５月２２日 

（目的） 

この規程は本市の体育並びにスポーツの振興を図り、体育並びにスポーツ界で功労の

あったものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。 

（表彰の種類） 

表彰の種類は、次のとおりとする。 

（１）功 労 賞 

（２）優秀選手賞･優秀団体賞 

（選考基準） 

功労賞は、次のいずれかに該当するもので、いまだ表彰を受けていないものに対して

行う。 

鴻巣市の体育・スポーツの指導に精励し、若しくは功績があり、１０年以上尽力した

もの。 

市の体育･スポーツ団体の振興発展に努力し、１０年以上尽力したもの。 

その他、体育・スポーツ関係の振興について功労が顕著であるもの。 

２ 優秀選手賞･優秀団体賞は、鴻巣市スポーツ協会に所属する者とし、特に優秀な

成績を収め、他の模範と認められるもので、次の条件のいずれかに該当するものとす

る。 

（１）当市代表として県大会に出場し、特に優秀な成績を収めたもの、ただし県大会

とは全県下的規模をもって実施されるもので県スポーツ協会の認めた大会をいう。 

（２）県代表として全国大会に出場したもの。 

（３）その他、これに準ずる成績を収めたもの。 

（受賞者の推薦） 

表彰の該当者について、加盟団体の長が次の事項を記載してスポーツ協会会長に 

推薦するものとする。 

（１）氏 名 （２）生年月日 （３）住 所 （４）職 業 （５）所属団体  

（６）業 績 （７）推薦理由 （８）その他特記すべき事項 

２ 加盟団体以外で、該当する者がある場合においては会長の推薦とする。 

（受賞者の選考） 

前条により推薦されたものについては、選考委員会において選考し、常任理事会及び

理事会に報告するものとする。 

２ 選考委員は、本市スポーツ協会正副会長及び正副理事長とする。 

（表彰） 

表彰は、表彰状に副賞を添えて行い、表彰を受けた者は、表彰台帳に登録する。 

（表彰日） 

表彰は、毎年スポーツ協会理事会において行う。 
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（その他） 

この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事会において別に定める。 

 

   附  則 

  この規程は、昭和６２年５月１日より施行する。 

  この規程は、平成２１年６月１日より施行する。 

  この規程は、平成２２年５月２３日より施行する。 

  この規程は、平成２４年５月２７日より施行する。 

この規程は、令和元年５月２５日より施行する。 

この規程は、令和４年５月２２日より施行する。 
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（趣旨）

第 1 条

第２条

2

第３条 交付額は、次のとおりとする。

（１） 小学生・中学生の部

一人

（２） 一般の部

一人

第４条

（6）鴻巣市スポーツ協会スポーツ大会出場奨励金交付要綱

この要綱は、鴻巣市スポーツ協会会員のスポーツ活動を奨励助長し、ス

ポーツの水準向上と振興を図るため、奨励金を交付することについて、
必要な事項を定めるものとする。

（交付基準及び交付対象）

交付基準は、国･地方公共団体若しくは関係競技団体の主催又は、これら

団体との共同主催を基本とする大会に、出場する個人及び団体とする。
交付対象は、鴻巣市スポーツ協会加盟団体に所属する個人及び団体が、

アマチュアスポーツ大会に選抜されて出場する場合。但し当該年度に交
付を受けた者を除く。

（交付額）

区　　　　分 金　　　　額 備　　考

オリンピック大会 ５０，０００円

国際大会
一人 ３０，０００円 　

世界選手権・アジア大会等

全国大会

一人 １０，０００円
団体１チーム

２０，０００円
国民体育大会・全日本選手権大会

ジュニアオリンピック大会等

区　　　　分 金　　　　額 備　　考

オリンピック大会 ５０，０００円

国際大会

一人 ３０，０００円 　世界選手権・アジア大会

ユニバーシアード大会等

（交付申請）

交付を受けようとする者は、所属連盟（協会）の代表が、別紙交付申請

書（様式第１号）をスポーツ協会会長に提出しなければならない。ただ
し、小学校体育連盟及び中学校体育連盟においては学校長が提出するも
のとする。

全国大会

一人 １０，０００円
団体１チーム

２０，０００円
国民体育大会

全日本選手権大会等
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第５条

第６条

第７条

（１） 大会等への参加ができなくなったとき。
（２） 奨励金の交付内容に違反したとき。
（３） その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

２

（委任）

第８条

附 則

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年５月２０日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年５月２７日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年５月２７日から施行する。

附 則
この要綱は、令和元年５月２５日から施行する。

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

スポーツ協会会長は、前条の申請があったときは、当該申請書の内容を
審査し奨励金を交付すべきと認めたときは、別紙交付決定通知書（様式
第２号）により通知し、奨励金を速やかに交付するものとする。

申請者は大会終了後速やかに別紙実績報告書（様式第３号）をスポーツ
協会会長に提出しなければならない。

スポーツ協会会長は、個人又は団体が次の各号に該当するときは、すで
に交付した奨励金を返還させることができる。

（交付決定等）

（実績報告）

（奨励金の返還）

スポーツ協会会長は、前条の規定により奨励金を返還させるときは、別

紙返還通知書（様式第４号）により通知するものとする。
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（７）鴻巣市スポーツ協会加盟団体規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は鴻巣市スポーツ協会規約（以下「規約」という。）第５条第４項に基

づき、加盟団体に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（加盟団体） 

第２条 加盟団体は、正加盟団体（以下「加盟団体」という）及び準加盟団体とする。  

２ 加盟団体とは、規約第５条第２項に規定する団体をいう。 

３ 準加盟団体は、加盟団体以外の団体で体育・スポーツに関わりのあるもので、理事会

の承認を得た団体とする。 

 

（報告及び届出義務） 

第３条  加盟団体及び準加盟団体は、毎事業年度終了後、次の書類を添えて事業の状況を

報告しなければならない。 

（１）事業報告書 

（２）決算書 

（３）事業計画書 

（４）予算書 

（５）役員一覧表 

（６）団体調書 

（７）その他会長が必要とするもの 

 

（会費） 

第４条  加盟団体及び準加盟団体は、毎年度会費を納入しなければならない。 

  

（新規に加盟する団体） 

第５条 本会に新たに加盟しようとする団体は、その代表者により次の書類を提出し、役

員会及び常任理事会による審査の後、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）加盟申請書（様式１） 

（２）規約 

（３）前年度の事業報告書及び決算書 

（４）当該年度の事業計画書及び予算書 

（５）役員一覧表 

（６）団体調書 

（７）その他会長が必要とするもの 

２ 役員会及び常任理事会は、次の各号に掲げる基準に添って審査をする。 

（１）事務局及び規約が整備されていること。 

（２）市民等を対象とした大会を開催していること、又は大会の開催が可能なこと。 

（３）会員、若しくはチーム登録については、青少年から高齢者まで幅広い年齢層を受け入
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れる組織体制になっていること。 

（４）同一種目の団体、又はサークルなどが、鴻巣市内で活動を行っている場合、これを受

け入れる組織体制があること。 

（５）公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人埼玉県スポーツ協会の加盟競技団

体であること。 

（６）上記（１）から（５）までの条件を満たし、当協会への加盟が適当と認められること。 

３ 加盟の時期は、原則として、規約第１８条の規定による理事会の承認を受けた日とす

る。なお、翌年度以降の理事会で承認を受けた場合、正式加盟とする。 

 

（責務） 

第７条 加盟団体及び準加盟団体は、次の各号について協力するものとする。 

（１）理事候補者の推薦 

（２）本会又は鴻巣市が主催・共催するスポーツ振興に関する事業 

（３）その他規約の目的を達成するために必要な事項 

 

（退会） 

第８条 加盟団体及び準加盟団体が脱会するときは、団体長名をもって本会会長に脱会申

請書（様式２）を提出しなければならない。 

 ２ 会長が加盟団体及び準加盟団体について加盟が適当でないと認める場合、理事会の

議決を経て、退会させることができるものとする。 

  

（規程の変更） 

第９条 本規程は理事会の議決を経て変更することができる。 

 

附 則 

この規程は、令和５年５月１４日から施行する。 
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役 職 名 氏 名 備 考

本 部 長 高 橋 洋 明 ソフトテニス部会

坂 東 真 樹 バレーボール部会

山 田 昇 バスケットボール部会

堀 越 末 宏 ソフトテニス部会

並 木 正 年 鴻巣市長

村 田 正 佳 指導者育成協議会

小 澤 政 司 野球部会

川 本 篤 野球部会

清 水 多 貴 也 空手道部会

野 本 哲 也 空手道部会

山 口 善 也 バレーボール部会

田 島 博 バレーボール部会

関 真 一 郎 サッカー部会

松 盛 孝 サッカー部会

堀 裕 之 バスケットボール部会

阿 部 知 明 バスケットボール部会

森 住 和 正 ソフトテニス部会

町 田 智 ソフトテニス部会

代 利 夫 合同部会（剣道）

大 友 政 美 合同部会（卓球）

岩 崎 博 之 合同部会（バトミントン）

永 田 大 登 合同部会（和太鼓）

杉 山 尚 指導者育成協議会

中 原 和 美 指導者育成協議会

簑 輪 一 郎 バスケットボール部会

横 尾 尚 合同部会（バトミントン）

川 口 修

千 葉 文 彦

千 葉 晃 代

事 務 局

２）鴻巣市スポーツ少年団

（１）令和５年度　鴻巣市スポーツ少年団役員

副 本 部 長

顧 問

本 部 員

監 事
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団 体 名 団体数 団員数 指導者数 合 計 前年対比

1 野 球 部 会 13 263 159 422 -29

2 バレーボ ール 部会 6 99 30 129 8

3 サ ッ カ ー 部 会 7 244 103 347 -9

4 空 手 道 部 会 2 46 15 61 -11

5 バスケットボール部会 7 179 36 215 27

6 ソフトテ ニス 部会 2 51 27 78 3

7 合同部会(バドミントン) 1 18 5 23 0

8 合 同 部 会 ( 剣 道 ） 1 35 9 44 1

9 合 同 部 会 ( 卓 球 ） 1 11 5 16 -1

10 合 同 部 会 ( 太 鼓 ） 1 13 3 16 -1

11 本 部 登 録 者           -           - 3 3 -1

合　　　　　計 41 959 395 1,354 -13

（２）令和5年度　鴻巣市スポーツ少年団加盟団体別人数

令和5年5月1日現在
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会

4
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部

会

6

  総務・広報委員会

評 議 員

指導者育成協議会部会及び指導者育成
協議会より各2名
学識経験者

部会選出本部員で構成

本 部 員

専門委員会

  行事委員会

  研修委員会

（３）鴻巣市スポーツ少年団組織図

本部長委嘱・指名

監　　事

幹　　事

顧　　問

総

　
会

本

部
員
会

本 部 長

副本部長

　  インストラクター

　  体力テスト指導員

7
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（４）鴻巣市スポーツ少年団規程 
（昭和６０年４月１日制定） 

改正 昭和６３年５月２１日 

   平成 元年５月１３日 

   平成 ７年５月３１日 

   平成 ９年５月２９日 

   平成１０年５月２８日 

   平成１３年５月３０日 

   平成１５年５月３０日 

   平成１７年５月２８日 

   平成１８年５月２７日 

   平成２０年５月３１日 

   平成２３年５月２１日 

                                 平成２７年５月３０日 

令和 ２年５月２３日 

令和 ５年５月２０日 

 

第 １ 章  総 則 

 

第１条 この規程は、鴻巣市スポーツ少年団（以下「本団」という。）に関することを定める。 

 

第 ２ 章  目 的 

 

第２条 本団は、日本スポーツ少年団の趣旨にのっとり少年少女の心身の健全育成並びに指導者の育

成及び発掘に努め、スポーツ活動の活性化を図り、もって鴻巣市のスポーツ振興に寄与することを

目的とする。 

 

第 ３ 章  組織及び登録 

 

（組織） 

第３条 本団は、日本スポーツ少年団に登録され、かつ市内で活動するスポーツ団体で組織する。た

だし、本部員会の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（加入・登録） 

第４条 本団へ加入しようとするスポーツ団体（以下この条において「申請者」という。）は、加入申

請書（様式１）に必要な書類を添え、本部長に提出しなければならない。 

２．本部長は、前項の申請があったときは、本部員会において内容を審議し、翌年度の日本スポーツ

少年団登録時期までに、承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。 

３．前項の承認には、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）商業行為としてではなくボランティア精神をもってスポーツ活動を通じ、少年少女の健全育成

を目的とする団体であること。 

（２）日本スポーツ少年団の趣旨による育成母集団が組織され団運営がされていること。 

（３）団費は、団の運営に必要な最小限度の金額であること。 
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（４）団の規約は、鴻巣市スポーツ少年団規程に準じた内容であること。 

（５）日本スポーツ協会が定めた「スポーツ少年団の理念」を学んだ「指導者」2名以上の登録が必 

要（1.令和元年度スポーツ少年団登録において「認定育成員資格」保有者であった者、2. 令和元 

年度スポーツ少年団登録において「認定員資格」保有者であった者、3. 令和元年度以前にシニア・ 

リーダー資格を認定され、現在も保有している者（※令和 5年度登録までの移行措置）または、 

令和 2年度以降にシニア・リーダー資格を認定され現在も保有し、併せて他の指導者資格も保有 

している者、4.JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者（前年度同 

資格養成講習会受講修了を含む））及び 18歳以上の「指導者」、「役員」または「スタッフ」2名 

以上の登録が必要である。ただし、新規登録の団については、１年以内に取得するものとする。 

４．前項の要件等に変更がない限り、毎年度日本スポーツ少年団に登録することによって、本団への

加入は更新したものとする。 

５．団員の登録については、市内に在住する者に限る。ただし、単位団の団長が認めた場合はこの限

りでない。 

第 ４ 章  事 業 

 

第５条 本団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）スポーツ少年団育成指導の援助 

（２）スポーツ少年団指導者、母集団及びリーダーの育成と組織化 

（３）運動適性テストⅡの普及と実施 

（４）スポーツ少年団広報活動の実施 

（５）市内青少年団体及び関係団体との連携 

（６）スポーツ少年団交流活動の実施 

（７）スポーツ少年団の顕彰 

（８）スポーツ少年団育成に必要な調査研究 

（９）スポーツ少年団全市的行事の実施 

（10）その他前条の目的達成に必要な事項 

 

第 ５ 章  役 員 

 

第６条 本団に次の役員を置く。 

（１）本部長      １名 

（２）副本部長    若干名 

（３）本部員   各部会２名、指導者育成協議会２名 

（４）監 事      ２名 

（５）幹 事     若干名 

（６）顧 問     若干名 

（７）評議員  各単位団１名 

（８）倫理調査委員会（非常駐委員会） 

 

第７条 本部長は、本部員会の推薦により総会の承認を受けなければならない。 

２．本部長は、本団を代表し、団務を統轄する。 

 

第８条 副本部長は本部長の指名する者が就任する。 
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２．副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が予め指名した

順序によりその職務を代理する。 

 

第９条 本部員は、各部会より２名及び指導者育成協議会より２名選出する。ただし、学識経験者の

中から本部長が推薦をし、本部員会の決定により選出することもできる。 

２．本部員は、本部員会を組織して、本団の団務を執行する。 

 

第 10条 監事は、本部長の指名する者が就任する。 

２．監事は、本団の会計及び団務を監査する。 

 

第 11条 幹事は、本部長の指名する者が就任する。 

２．幹事は、本団の事務を処理する。 

 

第 12条 顧問は本部員会の推薦により本部長が委嘱する。 

２．顧問は、本部長の諮問に応じ、会議において助言することができる。 

 

第 13条 評議員は、各単位団より 1名選出する。 

２．評議員は、総会において付議事項を審議決定する。 

 

第 14条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２．補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 

３．役員は、任期が満了しても後任者が就任するまで、なおその職務を行う。 

 

第 15 条 埼玉県スポーツ少年団から登録者等処分に関する調査依頼が発生した場合、その対応のた

め倫理等調査委員会（以下「調査委員会」という）を置く。 

２．調査委員会は、委員長と委員若干名をもって組織し、委員長は鴻巣市スポーツ少年団本部長を    

もって充て、委員は、副本部長、指導者協議会会長、疑義者が所属する競技種目部会長及び事務局

をもって充てる。 

３．調査委員会は、事前調査（事実端緒確認、認定予定事実確認、証拠収集）、ヒアリング（被害者、

関係者、対象者）、事実認定を行い、埼玉県スポーツ少年団へ報告する。 

 

 

第 ６ 章  会 議 

 

（総会） 

第 16条 総会は、第６条の役員をもって構成する。 

２．総会は、毎年１回開催し、本部長がこれを招集しその議長となる。ただし、本部長が必要と認め

たときは臨時にこれを招集することができる。 

３．総会は、本団の事業計画、予算、事業報告、決算及びその他団務に関する重要事項で、本部長の

付議した事項を議決する。 

４．評議員の３分の１以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、本部長は２週間以内に

総会を招集しなければならない。 

５．総会は、定数の２分の１以上の出席で成立し、議事は出席者の２分の１以上で決し、可否同数の
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ときは議長がこれを決する。 

６．総会に出席できないときは、議決権を本部長に委任することができる。 

 

（本部員会） 

第 17条 本部員会は、本部長・副本部長・本部員及び幹事をもって構成する。 

２．本部員会は、必要に応じて開催し、本部長がこれを招集し議長となる。 

３．本部員の３分の１以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、本部長は遅滞なくこれ

を招集しなければならない。 

４．本部員会は、第１項の現在数の２分の１以上が出席しなければ開催することができない。 

５．本部員会の議事は、出席本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。 

６．本部員が本部員会に出席できないとき又は、前もって指定した代理の者も出席できないときは、

議決権を本部長に委任することができる。 

 

第 7 章  協議会及び専門委員会 

 

第 18条 本団は、必要に応じて次の協議会及び専門委員会をおくことができる。 

（１）指導者協議会（各団の指導者をもって組織する） 

（２）母集団連絡協議会（団員の父母者をもって組織する） 

（３）リーダー会（小学５年生以上の団員をもって組織する） 

（４）指導者育成協議会（認定育成員または体力テスト指導員資格保有者等をもって組織する） 

（５）専門委員会（各部会より選出された２名をもって組織する） 

２．前項の協議会及び専門委員会の詳細については、おのおの結成時に定め、本部員会の承認を得る。 

 

第 ８ 章  部 会 

 

第 19条 本団に種目別部会を置く。 

２．同一種目の単位団は部会を結成するものとする。 

３．あらたに部会を結成したときは、本部員会の承認を得るものとする。 

４．各部会は、必要に応じて次の専門部を結成することができる。 

（１）審判部 

（２）技術部 

５．各部会の規程については、各部会内会議においてそれぞれの実情に応じたものを自主的に定め、

本部員会の承認を得る。 

 

 

第 ９ 章  会 計 

 

第 20条 本団の会計は、登録料、助成金、補助金、寄附金その他の収入をもってこれを支弁する。 

 

第 21条 本団の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 
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第 10 章  事 務 局 

 

第 22条 本団の事務局は、鴻巣市教育委員会スポーツ課に置く。 

 

第 11 章  本 規 定 の 変 更 

 

第 23 条 この規程は、総会において出席者の３分の２以上の同意を得なければ変更することができ

ない。 

 

附 則 

  この規程は、昭和６０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、昭和６３年５月２１日から施行する。 

    附 則 

この規程は、平成 元年５月１３日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 ７年５月３１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 ９年５月２９日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１０年５月２８日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１３年５月３０日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

    附 則 

  この規程は、議決の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。ただし、第９条及び    

第１４条の改正規定は、平成１６年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は、議決の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

    附 則 

  この規程は、平成１８年５月２７日から施行する。 

    附 則 

  この規程は、平成２０年５月３１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は、平成２３年５月２１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は、平成２７年５月３０日から施行する 

    附 則 

  この規程は、議決の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

  （施行期日） 

 １ この規程は、議決の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

  （鴻巣市スポーツ少年団倫理規程の廃止） 

 ２ 鴻巣市スポーツ少年団倫理規程（令和２年４月１日制定）は、廃止する。 
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（５）鴻巣市スポーツ少年団表彰規程 

制定 平成 ２ 年５月２７日 

第一次改正 平成１８年５月２７日 

第二次改正 平成 26 年 5 月 24 日 

（目的） 

第１条 この規程は本市スポーツ少年団のスポーツ振興を図り、体育並びにスポーツ界で

功労のあった者及び優秀な成績を収めた者の表彰に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（表彰の種類） 

第２条 表彰の種類は、次のとおりとする。 

（１）功 労 賞 

（２）優秀選手賞 

(選考基準) 

第３条 表彰の選考基準は、次のとおりとする。 

２ 功労者は、次のいずれかに該当する者で、いまだ該当表彰を受けていない者に対して

行う。 

（１）鴻巣市スポーツ少年団の各単位団の振興発展に努力し、10 年以上尽力した者。 

（２）その他、鴻巣市スポーツ少年団関係の振興について功績が顕著である者。 

３ 優秀選手賞は、鴻巣市スポーツ少年団登録者（チーム含む）とし、特に優秀な成績を

収め、他の模範と認められ、次の条件に該当する者とする。 

（１） 県大会で優勝した者、ただし県大会とは全県下的規模をもって実施されるもので 

あり埼玉県体育協会又は埼玉県スポーツ少年団等の公的全県組織が認めた大会を

いう。 

（２） 県代表として全国大会に出場した者。全国大会とは日本体育協会又は日本スポーツ

少年団等の公的全国組織が認めた大会をいう。 

（３）その他、各部会の推薦した選手またはチーム。なお、推薦理由は各部会長に一任す

る。 

（受賞者の推薦） 

第４条 表彰の該当者について、各部会長が次の事項を記載又は添付して本部長に推薦す

るものとする。 

（１）氏  名 （２）生年月日 （３）住  所 （４）所属団体 （５）業  績  

（６）推薦理由 （７）大会の要項及び記録（優秀選手の場合のみ）  

（８）その他特記すべき事項 

（受賞者の選考） 

第５条 前条により推薦された者については、選考委員会において選考し、本部員会 

に報告するものとする。 

２ 選考委員は、正副本部長とする。 

（表彰） 

第６条 表彰は、表彰状に副賞を添えて行い、表彰を受けた者は、表彰台帳に登録する。 
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（その他）  

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 この規程は、平成２年５月２７日より施行する。  

附則 この規程は、平成１８年５月２７日より施行する。 

附則 この規程は、平成 26 年 5 月 24 日より施行する。 
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（６）鴻巣市スポーツ少年団スポーツ大会出場奨励金交付要綱 

 

制定 平成１４年５月２４日 

改正 平成１８年５月２７日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鴻巣市の少年スポーツ活動を奨励助長し、スポーツの水準向上

と振興を図るため、奨励金を交付することついて、必要な事項を定めたものである。 

（交付基準及び交付対象） 

第２条 交付基準は、国・地方公共団体もしくは関係競技団体の主催又は、これら団

体との共同主催を基本とする大会に、出場する個人及び団体とする。 

２ 交付対象は、鴻巣市スポーツ少年団加盟部会に所属する個人及び団体が、アマチ

ュアスポーツ大会に選抜されて出場する場合。但し、当該年度に交付を受けた者を

除く。 

 

（交付順） 

第３条 交付額は、次のとおりとする。 

 

区          分 金     額 備     考 

オリンピック大会 一人 50，000 円  

国際大会 

 世界選手権・アジア大会等 

  

一人 30，000 円  

全国大会 

 国民体育大会・全日本選手権大会 

 インターハイ選手県大会 

 ジュニアオリンピック大会等 

一人 10，000 円 

団体１チーム 

 

   20，000 円 

関東大会 

県大会（優勝者のみ） 
一人  5，000 円 

団体１チーム 

 

10，000 円 

 

（交付申請） 

第４条 交付を受けようとする所属部会長は、別紙交付申請書（様式第１号）をスポ

ーツ少年団本部長に申請しなければならない。
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（選考） 

第５条 前条の規定により申請書が提出された場合、スポーツ少年団本部長（以下「本 

 部長」という。）は速やかに選考委員会に諮る。 

２ 選考委員会は、本部長、副本部長にて組織する。 

 

（交付決定） 

第６条 本部長は、奨励金を交付すべきと認めたときは、別紙交付決定通知書（様式

第２号）により通知し、奨励金を速やかに交付するものとする。 

２ 決定については、年度の最高位で支給するものとする。 

３ 団体及び個人にて重複参加する場合は、団体並びに個人にも支給する。 

 

（実績報告） 

第７条 申請者は、大会終了後速やかに別紙実績報告書（様式第３号）を本部長に提

出しなければならない。 

 

（奨励金の返還） 

第８条 本部長は、個人又は団体が次の各号に該当するときは、すでに交付した奨励

金を返還させることができる。 

 （１）奨励金の交付内容に違反したとき。 

 （２）その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。 

２ 本部長は、前条の規定により奨励金を返還させるときは、別紙返還通知書（様式

第４号）により通知するものとする。 

 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１４年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年５月２７日から施行する。 

-67-



役 職 名 氏 名 備 考

会 長 澤 井 秀 幸 ウォーキングクラブ

田崎 美佐子 フォークダンス連盟

小 川 秀 雄 ゲートボール協会

山田 喜久雄 グラウンド・ゴルフ協会

爪 川 浩 一 ウォーキングクラブ

山 﨑 茂 雄 ボールルームダンス連盟

顧 問 並 木 正 年

田 島 英 夫 ウォーキングクラブ

渡 邊 秋 夫 ウォーキングクラブ

理 事 長 松 村 節 子 ウォーキングクラブ

室田 由記子 フォークダンス連盟

小 川 久 子 ゲートボール協会

中 田 栄 グラウンド・ゴルフ協会

菅谷 恵美子 ボールルームダンス連盟

小 林 秀 雄 グラウンド・ゴルフ協会

吉 田 謙 一 ウォーキングクラブ

川 口 修

千 葉 文 彦

金 子 正 史

酒 田 恵 理

千 葉 晃 代

委 員 松 村 節 子 ウォーキングクラブ

埼玉県レクリエーション協会南ブロック連絡協議会

理 事 松 村 節 子 ウォーキングクラブ

監 事

埼玉県レクリエーション協会

副　　会　　長

３）鴻巣市レクリエーション協会

（１）令和５・６年度　鴻巣市レクリエーション協会役員

理 事

相 談 役

事 務 局
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団 体 名 団 体 数 人 数 前年対比

1 フ ォ ー ク ダ ン ス 連 盟 5 73 0

2 ゲ ー ト ボ ー ル 協 会 4 18 0

3 グ ラ ウ ン ド ・ ゴ ル フ 協 会 14 344 -28

4 ウ ォ ー キ ン グ ク ラ ブ 1 99 -11

5 ボ ー ル ル ー ム ダ ン ス 連 盟 4 39 0

合 計 28 573 -179

令和5年5月1日現在

（２）令和5年度　鴻巣市レクリエーション協会加盟団体別人数

-69-



会長委嘱・推薦

理　　事 各加盟団体から１名

副 会 長

副理事長

相  談  役

1

フ

ォ

ー

ク

ダ

ン

ス

連

盟

42

顧　　問

ウ

ォ

ー

キ

ン

グ

ク

ラ

ブ

グ

ラ

ウ

ン

ド

・

ゴ

ル

フ

協

会

3

ゲ

ー

ト

ボ

ー

ル

協

会

5

ボ

ー

ル

ル

ー

ム

ダ

ン

ス

連

盟

３）鴻巣市レクリエーション協会組織図

会　　長

理

事
会
（

総
会
）

各加盟団体から１名

役

員
会

理 事 長

理事の互選

（理事長１名　副理事長若干名）

幹　　事

監　　事
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（４）鴻巣市レクリエーション協会規約 

（平成元年 3月 26日制定） 

変更 平成 3年 6月 3日 

平成 7年 5月 26日 

平成 10年 5月 23日 

 平成 15年 5月 19日 

平成 22年 5月 27日 

平成 23年 5月 27日 

平成 27年 5月 21日 

令和元年 5月 24日 

令和 3年 5月 20日 

           第 1 章  名称及び事務所 

第1条  本協会は鴻巣市レクリエーション協会と称する。 

第2条  本協会の事務所を、当分の間鴻巣市教育委員会教育部スポーツ課におく。 

           第 ２ 章  目的及び事業  

第3条  本協会はレクリエーション（スポーツ的）活動の健全な普及、発展を図り健康で

豊かな市民生活の向上に寄与すると共に、レクリエーション団体相互の連絡調整を

図ることを目的とする。 

第4条  本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（1） レクリエーション活動の普及事業  

（2） レクリエーション団体育成事業 

（3） レクリエーション指導者養成・派遣事業 

（4） レクリエーション行事の開催 

（5） レクリエーションに関する調査・研究 

（6） その他目的達成に必要な事業 

           第 ３ 章  組 織 

第5条  本協会は市内のレクリエーションを目的とする団体で組織する。 

第6条  本協会に加盟を希望する者は、加盟申請書（様式 1）に必要書類を添付して会長

に提出し、理事会の承認を得なければならない。 

第7条  加盟することのできる団体は、第 5 条に規定する団体で次の各号に定める要件

を満たさなければならない。 

（１）営利を主たる目的とした事業を行わないこと。 

（２）団体の規約、代表者及び役員が定まっており継続的な事業を行っていること 

（３）本協会に加盟するレクリエーション団体の会員は、原則として市内に在住、 

在勤し、かつ登録された者であること。 

（４）団体の名称及び役員等の変更が生じた時は、すみやかに加盟変更届（様式２）

を会長に提出すること。 

第8条  本協会の会員が脱会しようとするときは、脱会届（様式３）を会長に届け出るも
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のとする。 

第 ４ 章  役 員 

第9条 本協会に次の役員をおく。 

(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 理事長 1名 (4) 副理事長 若干名  

(5) 理事 若干名 (6) 幹事 若干名 (7) 監事 2名 (8) 顧問 若干名  

(9) 相談役 若干名 

第10条  会長は役員会の推薦により理事会の承認をうける。副会長は加盟団体から選出す

る。会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長に事故があっ

たとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行するものとする。 

第11条  理事長・副理事長は理事の互選とする。 

     理事長は会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があったと 

き、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行するものとする。 

第12条  理事は加盟団体及び学識経験者等より選出する。 

     学識経験理事は、会長が委嘱し理事会の承認をえる。 

第13条  幹事は会長が委嘱する。幹事は庶務を処理する。 

第14条  監事は会長が推薦し理事会の承認をえる。監事は会計を監査する。 

第15条  本協会に顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は会長が委嘱する。 

第16条  役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は残任期間とする。

加盟団体から選出された役員が、その所属団体との関係を離れたときは本役員を失

格する。 

           第 ５ 章  会 議 

第17条  会議は会長が招集し、議長には会長又は会長が指名したものがあたる。 

第18条  理事会は本協会の最高議決機関であって、会長・副会長及び理事をもって構成 

し、次の事項を審議する。 

(1) 予算及び決算 

(2) 事業計画及び事業報告 

(3) 本規約に規定した事項 

(4) その他重要事項 

第19条  理事会は年１回開催する。但し会長が必要と認めたとき、または理事の過半数の

要求があったときは随時開催する。 

第20条  役員会は会長・副会長・理事長及び副理事長をもって構成し、必要に応じ随時開

催する。役員会は緊急事項の処理及び会務の執行にあたる。 

第21条  会議は定数の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決

定する。可否同数のときは議長が決定する。 

           第 ６ 章  経 費 

第22条  本協会の経費は次に掲げるもので充当する。 

(1) 負担金（各加盟団体連盟事業費の１割） 

(2) 助成金（県並びに市助成金） 
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(3) その他 

第23条  本協会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日におわる。 

           第 ７ 章  補 則 

第24条  本規約は理事会の議決を経て変更することができる。 

第25条  本規約の施行に関する細則は、理事会において別に定める。 

 

附 則 

この規約は、平成元年 3月 26日より施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 3年 6月 3日より施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 7年 5月 26日より施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 10年 5月 23日より施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 15年 5月 19日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 22年 5月 27日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成 23年 5月 27日から施行する。 

附 則 

 この規約は、議決の日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 

   附 則 

 この規約は、令和元年 5月 24日から施行する。 

附 則 

 この規約は、議決の日から施行し、令和 3年 4月 1日から適用する。 
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（5）鴻巣市レクリエーション協会表彰規程 

 

制定 平成 12 年 5 月 24 日 

 

第1条 この規程は、本市のレクリエーション活動の振興発展に貢献した個人又は、

団体の表彰に関して必要な事項を定める。 

 

第2条 表彰は次の各号に該当する個人又は、団体で、いまだ本会から表彰を受け

ていないものに対して行う。 

1．長年にわたり、本会又は、本会加盟団体の運営に功績のあったもの。 

2．前号の他、本会の事業等に特に功績のあったもの。 

 

第3条 受賞候補者（団体）の推薦は、それぞれの加盟団体の責任者が別紙様式に

より会長に推薦するものとする。 

 上記のほか、特に表彰を必要とするときは、会長が推薦することができる。 

 

第4条 前条により推薦されたものについては、選考委員会において選考し、理事

会の承認を得るものとする。選考委員会は、正副会長及び理事長・副理事長をもっ

て構成する。 

 

第5条 表彰は、賞状及び記念品を授与する。 

 

第6条 この規程の運用に関する必要な細則は、別に定める。 

 

第7条 この規程の変更は、理事会の同意を得なければならない。 
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４）総合型地域スポーツクラブ 

 

（１） 総合型地域スポーツクラブとは 

 

総合型地域スポーツクラブとは、人々が身近な地域でスポーツに親しむことので

きる、新しいタイプのスポーツクラブです。子どもから高齢者まで（多世代）、様々

なスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルまで、それぞれ

の志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）という特徴を持ち、地域住民によ

り自主的・主体的に運営されるスポーツクラブをいいます。 

 

（２）１０のメリット 

 

① スポーツ参加率の向上 

スポーツを続けてきた人はもちろんのこと、これまでスポーツをする機会に恵ま

れなかった人に対しても、広く門戸が開かれた仕組みです。 

② 地域教育力の向上 

学校と地域が連携・協力して、子どもたちのスポーツに関わっていくことによっ

て、地域の教育力の向上につながります。 

③ 健康の増進 

定期的、継続的な運動・スポーツは心身の健康のみならず、生活習慣病の予防や

機能回復のためのリハビリなど健康の増進につながります。 

④ 親子や家族・世代間の交流 

クラブにおける地域の様々な人々とのふれあいを通して、親子や家族、世代間の

交流が広がります。 

⑤ 専門的な指導・一貫指導 

学校の枠を超えた一貫した指導により、多くの人材のなかから優秀な選手を発掘

し、長期的な視野に立って育てることができます。 

⑥ 高齢者の生きがいづくり 

高齢者にとって、定期的にクラブに通い、スポーツやおしゃべりを楽しむことは

社会との接点をもつことになり、心身の健康維持に役立ちます。 

⑦ 積極的な社会参加 

 地域の中から有能な人材を発掘して、その趣味や特技を生かせる場を増やすこと

は、人々の積極的な社会参加を促すことにつながります。 

⑧ 情報発信拠点 

 クラブハウスに行けば、いつ、どこで、どんな活動を行っているかといった身近

な情報を得ることができます。 

⑨ 施設の有効利用 

 管理運営を委託されたクラブが、施設の利用方法の見直し・工夫をすることによ

り、住民にとって、より身近な施設となるでしょう。 
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⑩ 地域の活性化 

 すべての世代の人が身近な場所で気軽にスポーツを楽しむことができれば、地域

全体に活気が生まれ、地域独自の文化形成につながります 

 

（３）市内の団体 

 

●NPO 法人鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ（会員数 117 名） 

  鴻巣市全域を対象として、平成 1７年度に設立され、平成２２年度に法人格を取得。ス

ポーツを「する」・「みる」・「ささえる」をコンセプトに地域のコミュニティの場として、

子どもから高齢者まで誰もが地域の中でスポーツ活動や文化活動ができる環境づくりを

目指しています。 

＜主なスポーツ教室等＞ 

〇小学生以下対象 

・バスケットボール教室 

〇中学生以上対象 

・バスケットボールクラブ 

〇一般対象 

・ストレッチ教室 

・エアロビクス教室 

＜会費等＞ 

〇入会金 1,000 円 

１教室 2,000～3,000 円／月  ※参加種目数に応じた割引制度があります。 

 

●かさはらいきいきスポーツクラブ（会員数 152 名） 

 主に笠原地域を対象として平成 18 年度に設立。 

幼児から高齢者まで、幅広い世代の会員が様々なスポーツに親しんでいます。 

＜主なスポーツ教室等＞ 

・健康体操教室 

・グラウンドゴルフ教室 

・吹矢教室 

・バスケットボール教室 

＜イベント等＞ 

・グランドゴルフ大会 

・吹矢大会 

＜会費等＞ 

・入会金なし 

・会員以外の参加も可能 
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（4）鴻巣市総合型地域スポーツクラブ設立時運営費補助金交付要綱 

平成 27年５月 21日告示 

（趣旨） 

第１条 この告示は、身近な地域で子どもから高齢者までが共にスポーツを楽

しみ、ふれあうことのできる総合型地域スポーツクラブの設立時の運営に対

し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、鴻巣市補助金等の交付に関する規則（昭

和 54 年鴻巣市規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の告示に定めるところによる。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす市内の団体

とする。 

(１) ２種目以上のスポーツ活動をしていること。 

(２) ２種目以上の定期的なスポーツ教室を開催していること。 

(３) 子どもから高齢者までの多世代で会員が構成され、技術・技能に応じた

活動ができること。 

(４) 地域住民である会員が、会費等により自主的に運営していること。 

(５) 専門の指導者により、指導が行われていること。 

(６) 会員の募集を随時行っていること。 

(７) 埼玉県から総合型地域スポーツクラブとして承認を受けていること。 

（補助対象経費等） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、総合型地域スポーツクラブの事業

及び運営に要する経費とする。ただし、食糧費は除く。 

２ 補助金の額は、補助事業に要する経費の２分の１以内の額とし、300,000

円を限度とする。 

３ 補助金の交付の対象となる期間は、総合型地域スポーツクラブを設立した

年度又はその翌年度から３年を限度とする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする総合型地域スポーツクラブは、規則第

５条で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

(１) 規約又は会則 

(２) 役員名簿 
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（報告） 

第５条 補助金の交付を受けた総合型地域スポーツクラブは、規則第 11条で定

めるところにより、補助事業等実績報告書を提出しなければならない。 

（その他） 

第６条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 30年３月 15日告示第 55号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年 12月６日告示第 387号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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氏名 役職 所属・資格等

1 福 田 孝 一 会 長
埼玉県アーチェリー協会監査
障がい者スポーツ指導員

2 浅 見 栄 子 副 会 長 障がい者スポーツ指導員

3 竹 原 賢 副 会 長 障がい者スポーツ指導員

4 松 本 奈 津 子 理 事
スポーツ推進委員
障がい者スポーツ指導員

5 大 野 浩 美 理 事 障がい者スポーツ指導員

6 仁 科 広 子 理 事
スポーツ推進委員
障がい者スポーツ指導員

7 米 川 滋 理 事
スポーツ推進委員
障がい者スポーツ指導員

8 工 藤 奈 津 子 理 事
スポーツ推進委員
障がい者スポーツ指導員

9 向 後 善 一 理 事 障がい者スポーツ指導員

10 知 野 龍 三 理 事
スポーツ推進委員
障がい者スポーツ指導員

11 大 森 由 恵 監 事 障がい者スポーツ指導員

12 海 老 名 千 恵 子 監 事
スポーツ推進委員
障がい者スポーツ指導員

1 川 口 修 事務局長 　教育委員会スポーツ課

2 千 葉 文 彦 事務職員 　教育委員会スポーツ課

3 江 森 明 子 事務職員 　教育委員会スポーツ課

５)　鴻巣市障がい者スポーツ指導者連絡会

(1)　鴻巣市障がい者スポーツ指導者連絡会名簿      令和5年4月現在

役　員

事　務　局
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（２）鴻巣市障がい者スポーツ指導者連絡会会則 

 

                          （平成２４年 ７月１０日制定） 

改正 平成２７年 ６月１０日 

改正 令和元年  ５月３０日 

 

 （名称） 

第１条 本会は鴻巣市障がい者スポーツ指導者連絡会（以下「本会」という。）と称します。 

 

 （目的） 

第２条 本会は、鴻巣市における障がい者スポーツ指導者（以下「指導者」という。）の資

質向上と指導者相互の連携を図り、もって障がい者スポーツの発展に寄与することを目

的とします。 

 

 （事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行います。 

（１）指導者相互の情報交換に関すること。 

（２）障害者スポーツ振興事業への協力に関すること。 

（３）指導者の資質向上のための講習会・研修会の開催に関すること。 

（４）障害者関係機関との連絡・調整に関すること。 

（５）その他、本会の目的達成のために必要な事業に関すること。 

 

 （会員） 

第４条 本会は、次の各号のいずれかに該当し、本会の目的に賛同する者を会員とします。 

 （１）公益財団法人日本障害者スポーツ協会が認定する公認障害者スポーツ指導者の資格

を有し、鴻巣市に在住又は在勤、若しくは在学する者 

 （２）本会で推薦された者 

 

 （役員） 

第５条 本会に次の役員を置きます。 

 （１）会長１名 

 （２）副会長若干名 

 （３）理事若干名 

 （４）監事２名 

 

 （役員の選出） 

第６条 役員の選出は次のとおりとします。 
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 （１）会長、副会長は、会員の互選によりこれを定めます。 

 （２）理事、監事は、会員の承認を得て会長が委嘱します。 

 

 （役員の任務） 

第７条 会長は、会務を総理し、本会を代表します。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

します。 

３ 理事は、付議事項を審議決定し、会務を執行します。 

４ 監事は、会計を監査します。 

 

 （役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とし、再任を妨げません。 

２ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とします。 

 

（会議） 

第９条 本会に次の会議を置きます。 

 （１）総会 

 （２）役員会 

２ 会議は、会員の過半数が出席しなければ、開くことができません。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

によります。 

４ 総会に限り議決権を委任することができます。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴く

ことができます。 

 

 （総会） 

第１０条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年 1 回開催します。ただし、会長が必要

と認めたとき、又は理事の過半数の要求があったときは随時開催することができます。 

２ 総会は会長が招集し議長となり、次に掲げる事項を審議決定します。 

 （１）事業報告及び決算に関すること 

 （２）事業計画及び予算に関すること 

 （３）本会則で規定する事項 

 （４）本会則の改正に関すること 

 （５）その他の重要事項に関すること 

 

（役員会） 

第１１条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、会長が招集して議長と

なり、必要に応じ随時開催します。役員会は総会から委任された事項及び緊急事項の処理
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その他会務の執行にあたります。 

 

 （会計年度） 

第１２条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わります。 

 

 （経費） 

第１３条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁します。 

 （１）会費 

 （２）補助金 

 （３）寄付金 

 （４）その他の収入 

 

 （事務局） 

第１４条 本会の事務を処理するため、事務局を鴻巣市教育委員会教育部スポーツ課内に置

きます。 

２ 事務局に関する必要な事項は、別に定めます。 

 

 （委任） 

第１５条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定めます。 

 

 

 附 則 

この会則は、平成２４年７月１０日より施行します。 

この会則は、議決の日から施行し、平成２７年４月１日から適用します。 

この会則は、令和元年５月３０日より施行します。 
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（３）鴻巣市障がい者スポーツ指導者連絡会事務局規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、鴻巣市障がい者スポーツ指導者連絡会会則第１４条の規定に基

づき、必要な事項を定めるものとする。 

 

（事務局） 

第２条 事務局に次の職員を置く。 

 （１）事務局長  １ 名 

 （２）事務職員  若干名 

 

（職 務） 

第３条 事務局長は会長の命を受けて事務局を総理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 事務職員は、上司の命を受けて事務に従事する。 

 

（専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。 

 （１）予算の執行に関すること。 

 （２）物品の購入及び保管に関すること。 

 （３）通知、申請、届出、照会、回答、承認等に関すること。 

 （４）文書の発送及び収受に関すること。 

 （５）その他軽易な事務処理に関すること。 

 

  附 則 

この規程は、平成２４年７月１０日から施行する。 
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（参考資料） 

社会教育関係団体と国・地方公共団体との関係 

 

１．社会教育の定義 

 ＜社会教育法第 2条＞ 

  「社会教育」とは、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）又は就学前の子どもに関す 

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法律第 77号）に基づき、 

学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行わ 

れる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。 

 

２．社会教育関係団体の定義 ＜社会教育法第 10条＞ 

  「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で 

社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

 

３．社会教育関係団体と文部科学大臣及び教育委員会との関係 ＜社会教育法第 11条＞ 

文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門 

的技術的指導又は助言を与えることができる。 

２ 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会 

教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。 

 

４．社会教育関係団体と国及び地方公共団体との関係 ＜社会教育法第 12条＞ 

国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に 

統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。 

 

◎禁止される行為の具体例と禁じられない行為の事例 

  社会教育関係団体は、その方策、人事、会計、企画、指導及び事業の実施において全 

く地方公共団体と独立の自主的なものとして運営されるべきで、官庁としてはいかなる 

形においてもこれら特定の団体を権力で統制すべきものでない。これらの団体は、官庁 

の干渉を受けずに法令の定めるところに従って自主的に運営されるべきものである。 

 

  ＜禁止される行為＞ 

１） 権力で統制すること。 

２） 社会教育又は情報に関する計画の実施を押しつけること。 

３） 教育委員会が主導的に各種団体又は施設の連合組織を結成すること。 

 

  ＜禁じられない行為＞ 

１） 社会教育諸団体の要請により助言者としての立場をとること。 

２） 官公庁が民間団体に対しある宣伝運動に参加するよう依頼すること。た 

だし、参加を承諾するかどうかはその団体の自由である。 
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       わたくしたちは、スポーツを通して、うるおいと活力ある鴻巣を 

     つくるため、ここに『スポーツ都市』を宣言します。 

 

 

１． スポーツに親しみ、健全な心と体をつくりましょう。 

 

 

２． スポーツを通して、仲間をつくり、友情とふれあいの輪を 

 広めましょう。 

 

 

３． スポーツを通して、明るく豊かなまちをつくりましょう。 

 

 

              平成５年５月１５日    鴻  巣  市 

 

 


